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１－１．市の概要 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１）位 置 

本市は、東京から南西方向に約６０ｋｍ、神奈川県のほぼ中央、相模平野の南部に位置します。 
 
（２）地理・地形・気候 

約４．８Ｋｍの海岸線から西北に広がる扇形で、相模川と金目川の下流域に発達した平野と、

それを取り囲む台地と丘陵から形成されています。背後には丹沢・大山山麓が控え、西方には富

士・箱根連山を遠望でき、四季温和な気候に恵まれたまちです。 

 

（３）沿 革 

平塚は、江戸時代に東海道五十三次の宿場町として栄え、明治年間の１８８７年（明治２０年）

に鉄道（現在のＪＲ東海道線）が開通すると、平塚駅を中心に発展してきました。 

 １９３２年（昭和７年）４月１日、横浜、川崎、横須賀に次いで、県下で四番目に市となり、

商工都市としての第一歩を踏み出しました。 

 第二次世界大戦で大きな被害を受けましたが、戦後、焦土のなかから再び復興へと力強く歩み

始め、１９５４年（昭和２９年）から１９５７年（昭和３２年）にかけて、１町７村を合併し、

現在の市域となりました。その後、都市施設や市街地の整備が進み、商工業の成長とともに住宅

地としても発展し、現在に至っています。 
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１－２．健康に関する概況 

（１）社会背景                                    

ア 人口構成 

本市の人口はこれまで増加を続けてきましたが、平成２２年１１月の２６０，８６３人をピーク

に近年は緩やかな減少傾向にあります。また、医療の進歩や生活環境の改善による平均寿命の延伸、

第１次ベビーブーム世代（昭和２２～２４年生まれ）などの年代別人口の多い世代が６５歳以上に

なってきたことから、総人口に占める高齢者の割合が高まってきています。（グラフ１－１）（表１

－１） 
平成２５年３月に国立社会保障・人口問題研究所が公表した市町村別の将来人口推計の結果によ 

 ると、今後も本市における総人口の減少や一層の少子高齢化が予測されます。 
  

（グラフ１－１）人口推移【市】                    （単位：人） 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
出典：国勢調査結果、国立社会保障・人口問題研究所（平成２５年３月公表） 

 

（表１－１）人口構成                             ※年齢不詳を除く 

 国（平成２５年１０月１日） 県（平成２５年１月１日） 市（平成２５年１月１日） 

人口（千人） 割合（％） 人口（千人） 割合（％） 人口（千人） 割合（％） 

０～１４歳 １６，３９０ １２．９ １，１７６ １３．０ ３３ １２．９ 

１５～６４歳 ７９，０１０ ６２．１ ５，８９０ ６５．３ １６６ ６４．１ 

６５歳以上 ３１，８９８ ２５．１ １，９５３ ２１．７ ５９ ２３．０ 

総人口 １２７，２９８ － ９，０１９     ２５８  

出典：（国）国民衛生の動向（２０１４/２０１５）、（県、市）平成２５年度平塚保健福祉事務所年報 

 

－ － 
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イ 平均寿命の推移 

平均寿命は健康状態を示す包括的な指標です。我が国の平均寿命は、世界でも高い水準を示して

おり、平成２５年簡易生命表によると男性は８０．２１年、女性は８６．６１年です。今後もさら

に平均寿命は伸び続け、将来推計では、平成７２年（２０６０年）には、男性は８４．１９年、女

性は９０．９３年に到着すると予測されています。（グラフ１－２） 

本市の平均寿命は、平成１２年からの１０年間で、男性は２．１年、女性は２．２年増加してい

ます。また、県、市ともに、全国平均よりも高い状況です。（表１－２） 

 

（グラフ１－２）【参考】 我が国の平均寿命の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：健康日本２１（第２次）の推進に関する参考資料 

 

 

（表１－２）平均寿命の推移                  （単位：年） 

 平成１２年 平成１７年 平成２２年 

男性 

国 ７７．７ ７８．８ ７９．６ 

県 ７８．２ ７９．５ ８０．３ 

市 ７８．１ ７９．５ ８０．２ 

女性 

国 ８４．６ ８５．８ ８６．３ 

県 ８４．７ ８６．０ ８６．６ 

市 ８４．６ ８５．９ ８６．８ 

出典：厚生労働省 市町村別平均寿命 
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（２）出生と死亡                                 

ア 出生 

本市の出生数は、平成１６年の２，３０５人から年々減少し、平成２３年からは２，０００人を

下回っています。（表１－３）平成２４年の合計特殊出生率※１は１．２５で、国、県よりも低い状

況です。（表１－４） 

 

（表１－３）出生数の推移【市】                 （単位：人） 

 平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年 

出生数 ２，１８０ ２，０６８ １，９４７ １，９１７ 

出典：神奈川県保健衛生統計年報 

 

（表１－４）出生数と合計特殊出生率〈平成２４年〉  

 国 県 市 

出生数（人） １，０３７，２３１ ７５，４７７ １，９１７ 

合計特殊出生率 １．４１ １．２７ １．２５ 

出典：（国）２０１４/2015年「国民衛生の動向」、(県、市)平成２４年神奈川県保健衛生統計年報 

※１合計特殊出生率：人口統計上の指標であり、一人の女性が一生に産む子どもの数 

 

 

イ 死亡 

（ア）主要死因 

本市の主要死因の推移では、平成２２年からは、「がん」、「心疾患」、「脳血管疾患」の順位とな

っています。平成２３年には、「不慮の事故」に代わり、６位に「自殺」が入っています。（表１－

５）平成２４年の主要死因別死亡率では、１位が「がん」、２位は「心疾患」、３位は「脳血管疾患」、

４位は「肺炎」、５位に「老衰」、６位は「不慮の事故」の順となっています。（表１－６） 

 

（表１－５）主要死因の推移【市】 

順位 平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年 

１位 がん がん がん がん 

２位 心疾患 心疾患 心疾患 心疾患 

３位 肺炎 脳血管疾患 脳血管疾患 脳血管疾患 

４位 脳血管疾患 肺炎 肺炎 肺炎 

５位 老衰 老衰 老衰 老衰 

６位 不慮の事故 不慮の事故 自殺 不慮の事故 

出典：神奈川県保健衛生統計年報 
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（表１－６）主要死因別死亡数と死亡率（平成２４年）【市】     

※死亡率は人口１０万人対 

順位 死亡原因 死亡数（人） 死亡率 

１位 がん ７１０ ２７３．７ 

２位 心疾患 ３５３ １３６．１ 

３位 脳血管疾患 ２０９ ８０．６ 

４位 肺炎 ２０１ ７７．５ 

５位 老衰 ９９ ３８．２ 

６位 不慮の事故 ７７ ２９．７ 

７位 自殺 ４０ １５．４ 

８位 腎不全 ３２ １２．３ 

９位 肝疾患 ３１ １２．０ 

１０位 大動脈瘤及び解離 ２７ １０．４ 

１０位 ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患） ２７ １０．４ 

１２位 糖尿病 １９ ７．３ 

１３位 高血圧性疾患 １５ １５.０ 

１４位 結核 ４ １．５ 

１４位 喘息 ４ １．５ 

出典：平成２４年神奈川県保健衛生統計年報 

  

 

（イ）がん 

がんは、死亡原因の１位を占めます。平成２４年の本市のがん死亡者は、国、県よりも割合が高

い状況です。（表１－７） 

平成２４年の本市のがんによる部位別死亡数の１位は「大腸」、２位は「肺」、３位は「胃」、４

位は「膵臓」、５位は「肝臓」でした。平成２０年度との比較では、死亡総数は６２人の増加でし

た。部位別では、「大腸」、「膵臓」、「乳房」、「子宮」、「前立腺」が増加しています。「胃」は大きな

増減がなく、「肺」、「肝臓」は減少しています。（表１－８） 

男女別では、男性の１位が「肺」、２位は「大腸」、３位が「胃」です。女性は、１位が「大腸」、

２位は「乳房」、３位が「胃」の順に多いという結果でした。国との比較では、男性の1位の「肺」

は同様ですが、２位と３位の順位が逆転しています。女性では、２位の「乳房」が、国と県よりも

高い順位を占めているのが特徴です。（表１－９）  

 

（表１－７）がんによる死亡数と死亡率（平成２４年） 

  国 県 市 

全死亡人数（人） １，２５６，３５９ ７１，９９６ ２，２２３ 

がん死亡数（人） ３６０，９６３ ２２，３０２ ７１０ 

がん死亡率（％） ２８．７ ３１．０ ３１．９ 

出典：（国）平成２６年我が国の人口動態、（県、市）平成２４年神奈川県保健衛生統計年報 
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（表１－８）がんの部位別死亡数の推移【市】                 （単位：人） 

部位 平成２０年 平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年 

総数 ６４８ ６３５ ６８５ ７３７ ７１０ 

大腸 ９１ ７８ １０３ １０９ １１８ 

肺 １３７ １０７ １３４ １３０ １０４ 

胃 ９１ ９７ ９７ １０５ ９０ 

膵臓 ４２ ４９ ５８ ５４ ６１ 

肝臓 ６５ ６３ ４６ ５１ ４６ 

乳房 ２２ １９ ２６ ３８ ４１ 

子宮 ９ １２ ７ １６ １４ 

前立腺 １３ １９ ２７ ２１ ２７ 

出典：神奈川県保健衛生統計年報 

 

（表１－９）がんの男女別・部位別死亡順位（平成２４年） 

順位 
男性 女性 

国 県 市 国 県 市 

１位 肺 肺 肺 大腸 大腸 大腸 

２位 胃 胃 大腸 肺 肺 乳房 

３位 大腸 大腸 胃 胃 胃 胃 

４位 肝臓 肝臓 膵臓 膵臓 乳房 膵臓 

５位 膵臓 膵臓 肝臓 乳房 膵臓 肺 

出典：（国）国立がん研究センター統計２０１２、（県、市）平成２４年神奈川県保健衛生統計年報 

 

（ウ）循環器疾患 

脳血管疾患と心疾患を含む循環器疾患は、がんと並んで主要死因の大きな一角を占めています。 
[心疾患] 
心疾患は本市における死因の２位です。平成２４年の死亡数は３５３人で、死亡率（人口１０万 
対）は１３６．１です。（表１－６）平成２１年と比較をすると、心疾患による死亡数は増加して

います。（表１－１０）平成２４年の県の年齢（５歳階級）別の心疾患による死亡数では、６０歳

代前半から約２倍に増加しています。（表１－１１） 
（表１－１０）心疾患による死亡数の推移【市】                  （単位：人） 

 
平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年 

心疾患 ３０５ ２９５ ３１７ ３５３ 

再掲 

急性心筋梗塞 ７２ ５５ ８７ ５８ 

その他の虚血性心疾患 ４６ ４６ ３９ ７２ 

不整脈及び伝導障害 ２１ １９ ２４ ２８ 

心不全 １２３ １１０ ９９ １３３ 

出典：神奈川県保健衛生統計年報 
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（表１－１１）年齢（５歳階級）別 心疾患による死亡数（平成２４年）【県】       （単位：人） 

４０～ 

４４歳 

４５～ 

４９歳 

５０～ 

５４歳 

５５～ 

５９歳 

６０～ 

６４歳 

６５～ 

６９歳 

７０～ 

７４歳 

７５～ 

７９歳 

８０～ 

８４歳 

８５歳 

以上 

１１２ １３９ １８７ ２６７ ５０７ ６４３ ９３６ １，３０４ １，７７４ ４，４６８ 

出典：平成２４年神奈川県保健衛生統計年報 

 

[脳血管疾患] 

脳血管疾患は、「クモ膜下出血」、「脳出血」、「脳梗塞」などに分けられます。本市の脳血管疾患

は死因の３位であり、平成２４年の死亡数は２０９人で、死亡率（人口１０万対）は８０．６です。

（表１－６）平成２１年と平成２４年との比較では、脳血管疾患による死亡数の変化はあまりみら

れません。（表１－１２）平成２４年の県の年齢（５歳階級）別の脳血管疾患による死亡数では、

６０歳代前半から倍増しています。（表１－１３） 

（表１－１２）脳血管疾患による死亡数の推移【市】         （単位：人） 

 
平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年 

脳血管疾患 １９７ ２１２ ２１８ ２０９ 

再掲 

クモ膜下出血 ４０ ３０ ２２ ３１ 

脳出血 ６０ ６８ ７９ ６５ 

脳梗塞 ９７ １１１ １１４ １１２ 

出典：神奈川県保健衛生統計年報 

 

（表１－１３）年齢（５歳階級）別 脳血管疾患による死亡数（平成２４年）【県】   （単位：人） 

４０～ 

４４歳 

４５～ 

４９歳 

５０～ 

５４歳 

５５～ 

５９歳 

６０～ 

６４歳 

６５～ 

６９歳 

７０～ 

７４歳 

７５～ 

７９歳 

８０～ 

８４歳 

８５歳 

以上 

７０ ８２ １１５ １４７ ３０８ ４０１ ６１４ ８６４ １，１６７ ２，８７８ 

出典：平成２４年神奈川県保健衛生統計年報 

 

（エ）ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患） 
ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）には、肺気腫、慢性気管支炎などが含まれ、主に長期にわたる喫

煙によってもたらされる肺の炎症性疾患です。咳、痰、息切れを主訴として、緩徐に呼吸障害が進

行します。全国のＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）による死亡数は増加傾向にあり、平成２２年には、

１６，２９３人となり、死亡順位は９位、男性では７位となっています。 
本市のＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）による平成２４年の死亡数は２７人で、人口１０万人対 

 の死亡率は１０．４です。（表１－１４） 
 

（表１－１４）ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）による死亡数と死亡率の推移【市】 

 平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年 

死亡数（人） ２７ ３０ ４８ ２７ 

死亡率（％） １０．４ １１．５ １８．４ １０．４ 

出典：神奈川県保健衛生統計年報 
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（オ）自殺 
全国の自殺者数は、平成１０年以降、１４年連続３万人を超える状況が続いていました。平成２

４年には１５年ぶりに３万人を下回りましたが、その後も高い水準で推移しています。（表１－１

５）県の自殺者数の推移も、全国と同様の傾向を示しています。（表１－１６） 
自殺に至る原因･動機については、様々な要因が複雑にからみ合っていることが多いことがわか

ってきています。その中でも、原因動機不詳を除くと、健康問題（身体やこころの病気についての

悩み）が最も多く、中でもうつ病が多く存在することが指摘されています。（表１－１７） 
本市の自殺者数を年代別にみると、例年、５０～６０歳代の自殺者数が最も多い傾向にあります。

近年は２０歳代の自殺者数が増加の傾向にあり、平成２５年は、６０歳代と並び１１人でした。さ

らに、平成２５年には１０歳代の自殺者数は２人で、若い世代の自殺が深刻な状況になっています。

（表１－１８） 
 

（表１－１５）自殺者数の推移【国】         （単位：人） 

 

年代 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

～19 565 552 622 587 547

20～29 3,470 3,240 3,304 3,000 2,801

30～39 4,794 4,596 4,455 3,781 3,705

40～49 5,261 5,165 5,053 4,616 4,589

50～59 6,491 5,959 5,375 4,668 4,484

60～69 5,958 5,908 5,547 4,976 4,716

70～79 3,671 3,673 3,685 3,661 3,785

80～ 2,405 2,401 2,429 2,411 2,533

不詳 230 196 181 158 123

計 32,845 31,690 30,651 27,858 27,283 

出典：自殺の統計 各年の状況（内閣府）をもとに作成 

 
 

（表１－１６）自殺者数の推移【県】                        （単位：人） 

総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女

～19 30 16 14 45 30 15 41 28 13 33 23 10 39 23 16

20～29 235 164 71 200 142 58 237 167 70 211 153 58 192 145 47

30～39 307 201 106 302 211 91 313 210 103 210 154 56 270 198 72

40～49 357 267 90 356 272 84 364 265 99 346 259 87 321 237 84

50～59 338 266 72 329 243 86 286 212 74 276 201 75 263 184 79

60～69 361 275 86 367 252 115 336 222 114 301 218 83 244 163 81

70～79 188 124 64 206 133 73 191 114 77 198 134 64 188 116 72

80～ 77 43 34 92 53 39 111 63 48 101 52 49 91 55 36

不詳 3 3

計 1,893 1,356 537 1,897 1,336 561 1,882 1,284 598 1,676 1,194 482 1,608 1,121 487

平成25年
年代

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

 

出典：地域における自殺の基礎資料（内閣府）をもとに作成 
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（表１－１７）年齢別、原因・動機別自殺者数（平成２５年）【国】          （単位：人） 

健康問題 ～19 20～2930～3940～4950～5960～6970～79 80～ 不　詳 合　計

計 117 969 1,660 2,018 2,072 2,699 2,432 1,694 113,662

男 60 506 981 1,202 1,257 1,563 1,435 886 1 7,891

女 57 463 679 816 815 1,136 997 808 5,771

計 12 56 131 300 543 1,105 1,279 1,036 1 4,463

男 7 32 94 222 383 775 887 592 1 2,993

女 5 24 37 78 160 330 392 444 1,470

計 42 494 890 1,081 1,058 1,088 787 392 5,832

男 14 244 498 595 614 485 332 157 2,939

女 28 250 392 486 444 603 455 235 2,893

計 25 162 319 311 197 151 79 21 1,265

男 17 91 183 183 93 76 39 12 694

女 8 71 136 128 104 75 40 9 571

計 5 27 55 52 44 24 3 210

男 3 15 38 43 40 21 3 163

女 2 12 17 9 4 3 47

計 10 26 8 8 6 1 1 60

男 4 15 7 6 3 35

女 6 11 1 2 3 1 1 25

計 32 206 227 210 160 214 161 111 1,321

男 18 109 145 116 81 119 88 45 721

女 14 97 82 94 79 95 73 66 600

計 1 12 18 27 40 59 62 56 275

男 1 10 15 21 29 46 44 32 198

女 2 3 6 11 13 18 24 77

計 5 24 22 26 32 32 39 74 254

男 3 13 16 20 26 19 24 45 166

女 2 11 6 6 6 13 15 29 88

病気の悩み・影響
(その他の精神疾患)

身体障害の悩み

その他

計

病気の悩み
(身体の病気)

病気の悩み・影響
(うつ病)

病気の悩み・影響
(統合失調症)

病気の悩み・影響
(ｱﾙｺｰﾙ依存症)

病気の悩み・影響
(薬物乱用)

 

出典：自殺の統計 平成２５年の状況（内閣府）をもとに作成 

 
 

（表１－１８）自殺者数の推移【市】                       （単位：人） 

総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女

～19 1 1 2 2

20～29 7 6 1 2 2 8 4 4 10 9 1 11 9 2

30～39 7 5 2 9 5 4 10 5 5 3 2 1 9 5 4

40～49 10 9 1 9 8 1 7 5 2 3 3 10 6 4

50～59 10 9 1 10 9 1 16 12 4 7 6 1 8 6 2

60～69 13 10 3 9 8 1 13 10 3 13 12 1 11 6 5

70～79 8 5 3 11 7 4 7 5 2 5 2 3 8 5 3

80～ 1 1 2 2 5 1 4 2 2 3 1 2

計 56 45 11 53 42 11 66 42 24 43 36 7 62 40 22

平成25年
年代

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

 

出典：地域における自殺の基礎資料（内閣府）をもとに作成 
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（３）介護の状況                                 
  介護保険を利用している要介護者（要支援）の認定者は、年々増加しています。第１号被保険者
※１については、この４年間で１，６３３人増加しています。第２号被保険者※２については、平成

２４年度、２５年度ともに３１６人であり、この４年間では１６人増加しています。（表１－１９） 

  介護保険サービス利用調査結果では、介護が必要になった原因は、「高齢による衰弱」が３０．

５％と最も高くなっています。次いで、「骨折・転倒」が２５．４％、「認知症（アルツハイマー

等）」が１９．６％、「脳卒中（脳出血、脳梗塞等）」が１７．５％、「心臓病」が１０．１％の順

でした。また、「がん（悪性新生物）」は５．３％となっています。介護が必要となった原因の中

で、生活習慣病との関連がある「脳卒中（脳出血、脳梗塞等）」、「心臓病」、「糖尿病」を合わせる

と３５．４％であり、全体の３割以上を占めています。（グラフ１－３） 

 

（表１－１９）要介護（要支援）認定者数（各年３月時点での集計）【市】      （単位：人） 

 平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年 

総計 ７，３０６ ７，４９６ ７，８７２ ８，３８２ ８，９５５ 

第１号被保険者 ７，００６ ７，１９８ ７，５６０ ８，０６６ ８，６３９ 

第２号被保険者 ３００ ２９８ ３１２ ３１６ ３１６ 

出典： 平塚市介護保険運営協議会 

※１第１号被保険者…６５歳以上の被保険者 

※２第２号被保険者…４０～６４歳で特定疾病（初老期における認知症、脳血管疾患など）に該当する被

保険者 

 

（グラフ１－３）介護が必要になった主な原因疾患（平成２５年度）【市】 

 

出典：平塚市高齢者福祉計画調査報告書（平成２５年度） 
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【参考】 要介護度別にみた介護が必要となった主な原因 

 

国における要支援者及び要介護者における介護が必要になった要因は、脳血管疾患をはじめとした生

活習慣病が３割、認知症や高齢による衰弱、関節疾患、骨折・転倒が５割を占めます。（グラフ１－４） 

  高齢化の進展により医療や介護に係る負担が一層増すと予想されている一方で、これまでのような高

い経済成長を望めない可能性があります。こうした状況下で活力ある社会を実現するためには、生活習

慣病を予防し、また、社会生活を営むために必要な機能の維持・向上することなどによって、国民の健

康づくりを推進することが重要となります。 

 

（グラフ１－４） 

21.5 

24.1 

15.1 

3.9 

3.2 

6.1 

3.0 

2.8 

3.5 

2.8 

2.5 

3.5 

2.3 

2.2 

2.3 

15.3 

20.5 

3.7 

13.7 

13.1 

15.2 

10.9 

7.4 

19.4 

10.2 

9.3 

12.7 

16.4 

14.8 

18.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総数

要介護者

要支援者

脳血管疾患（脳卒中）

心疾患（心臓病）

糖尿病

呼吸器疾患

悪性新生物（がん）

認知症

高齢による衰弱

関節疾患

骨折・転倒

その他

 

出典：健康日本２１（第２次）の推進に関する参考資料 厚生労働省 平成２２年度国民生活基礎調査の概況 

 

 

 

 

 

（４）生活習慣病の状況                               

国民健康保険の疾患別・年代別患者数をみると、「高血圧性疾患及び合併症」、「脂質異常症」、「糖

尿病及び合併症」、「高尿酸血症」は、若干のばらつきはあるものの４０歳前後から徐々に上昇し始

め、５０歳代後半から伸び率が急激に上昇するという傾向がみられます。しかし、虚血性心疾患、

脳血管疾患は、５０歳代前半から倍増しています。（グラフ１－５） 

  年代別の特徴としては、２０歳代から４０歳前半までは、１位が「脂質異常症」、２位は「糖尿

病及び合併症」、３位は「高血圧性疾患及び合併症」となっています。しかし、４０歳代後半から

は、１位は「脂質異常症」ですが、「高血圧性疾患及び合併症」が２位になり、３位は「糖尿病及

び合併症」に代わります。さらに、６０歳代以降は、1位が「高血圧性疾患及び合併症」になり、

２位が「脂質異常症」、３位が「糖尿病及び合併症」の順になっています。（表１－２０） 

33.5％ 50.1％ 
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（グラフ１－５）疾患別・年代別患者数【市国保】 

（平塚市国民健康保険被保険者の平成２２年１１月診療分の診療報酬明細書より分析）（単位：人） 

 
（表１－２０）疾患別・年代別患者数【市国保】 

（平塚市国民健康保険被保険者の平成２２年１１月診療分の診療報酬明細書より分析）（単位：人） 

 

 

20歳 
以下 

20～ 
24歳 

25～ 
29歳 

30～ 
34歳 

35～ 
39歳 

40～ 
44歳 

45～ 
49歳 

50～ 
54歳 

55～ 
59歳 

60～ 
64歳 

65～ 
69歳 

70～ 
74歳 

高血圧性疾患 

及び合併症 
3 6 17 29 78 158 214 350 761 2,428 4,048 4,215 

脂質異常症 11 16 32 64 116 193 237 358 693 2,315 3,653 3,614 

糖尿病及び 

合併症 
10 17 20 48 85 164 186 328 542 1,670 2,730 2,819 

虚血性心疾患 5 2 4 3 17 22 30 63 124 451 859 983 

高尿酸血症 24 5 11 14 39 47 69 72 136 377 707 678 

脳血管疾患 4 4 5 6 12 21 17 32 67 273 481 593 

肝機能障害 1 2 11 11 21 28 40 49 67 227 332 299 

出典：平塚市国民健康保険特定健康診査・特定保健指導実施計画（第２期） 

 

ア 循環器疾患 

（ア）心疾患 
平成２３年の国の患者調査（全国）によると、医療機関を受診している心疾患総患者数は、１６
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１万人です。本市の患者数は減少傾向ですが、医療費は増加しています。（表１－２１） 
 
（表１－２１）生活習慣病疾患別の患者数及び医療費の推移【市国保】 

（平塚市国民健康保険被保険者の各年度１１月診療分の診療報酬明細書より分析） 

疾患名  平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

虚血性心疾患 
患者数（人） ２，６２８ ２，６０６ ２，５３２ 

医療費（円） 13,089,180 114,998,830 118,612,690 

出典：平塚市国民健康保険特定健康診査・特定保健指導実施計画（第２期） 

 
（イ）脳血管疾患 
平成２３年の国の患者調査（全国）によると、医療機関を受診している脳血管疾患総患者数は、

１２４万人です。脳血管疾患の患者数は増加し、本市においても増加傾向です。（表１－２２）脳

血管疾患は死亡を免れても後遺症として障がいが生じることがあります。また、寝たきりなどのき

っかけとなりやすく、介護が必要になった原因の２１．５％（平成２２年 全国）を占め、最大の

原因となっています。 
 
（表１－２２）生活習慣病疾患別の患者数及び医療費の推移【市国保】 

（平塚市国民健康保険被保険者の各年度１１月診療分の診療報酬明細書より分析） 

疾患名  平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

脳血管疾患 
患者数（人） １，３９２ １，４４６ １，４８４ 

医療費（円） 76,690,860 74,737,440 76,588,780 

出典：平塚市国民健康保険特定健康診査・特定保健指導実施計画（第２期） 

 
イ 高血圧 
高血圧は、脳血管疾患や虚血性心疾患などあらゆる循環器疾患の危険因子であり、循環器疾患の

発症や死亡に対しては、他の危険因子と比べるとその影響は大きいといわれています。 

平成２３年の国の患者調査（全国）によると、医療機関を受診している高血圧性疾患総患者数は、 
９０７万人です。国の高血圧の年齢階級別受療率では、４０歳代後半から急激に上昇していること

から、若い頃からの生活習慣の影響が壮年期に高血圧性疾患として現れていると考えられます。 
市国保の特定健康診査の結果によると、平成２０年度と平成２４年度との比較では、男女とも収

縮期血圧の平均値が減少しています。（表１－２３）しかし、高血圧性疾患及び合併症の患者数は、

平成２０年度と平成２２年度までの３年間で２倍近くに増え、医療費も増加しています。（表１－

２４） 
（表１－２３）特定健康診査における収縮期血圧の平均値の推移【市国保】       （単位：mmHg） 
性別 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

男性 １３２．４ １３２．６ １３２．５ １３１．５ １３１．４ 

女性 １３０．２ １３０．１ １３０．２ １２９．５ １２９．４ 

出典：平塚市国民健康保険特定健康診査・特定保健指導実施計画（第２期）（平成２０～２３年度） 

平塚市国民健康保険特定健康診査（平成２４年度） 
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（表１－２４）生活習慣病疾患別の患者数及び医療費の推移【市国保】 

（平塚市国民健康保険被保険者の各年度１１月診療分の診療報酬明細書より分析） 

疾患名  平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

高血圧性疾患及び合併症 
患者数（人） ６，９８３ ９，２９５ １２，１７４ 

医療費（円） 215,148,620 294,584,620 350,077,510 

出典：平塚市国民健康保険特定健康診査・特定保健指導実施計画（第２期） 

  
ウ 脂質異常症 

  脂質異常症は冠動脈疾患の危険因子であり、とくにＬＤＬコレステロール（悪玉コレステロー 

ル）の高値は、脂質異常症の各検査項目の中で最も重要な指標とされています。 

平成２３年の国の患者調査の脂質異常症の年齢階級別受療率では、高血圧と同様に４０歳代後半 

 から急激に上昇しており、若い頃からの生活習慣の影響が壮年期に脂質異常として現れていると

みることができます。 

市国保の特定健康診査のＬＤＬコレステロール（悪玉コレステロール）１６０mg/dl以上の割合 
は、平成２０年度と平成２４年度との比較では、男女ともに増加しています。（表１－２５）脂質

異常症の患者数と医療費も年々増加しています。（表１－２６） 

 

（表１－２５）特定健康診査におけるＬＤＬコレステロール（悪玉コレステロール）１６０mg/dl以上

者の割合の推移【市国保】                              （単位：％） 

性別 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

男性  １０．６ ９．５ １０．２ １０．２ １１．０ 

女性 １５．１ １４．９ １５．９ １４．５ １６．０ 

出典：平塚市国民健康保険特定健康診査・特定保健指導実施計画（第２期）（平成２０～２３年度） 

平塚市国民健康保険特定健康診査（平成２４年度） 

 

（表１－２６）生活習慣病疾患別の患者数及び医療費の推移【市国保】 

（平塚市国民健康保険被保険者の各年度１１月診療分の診療報酬明細書より分析） 

疾患名  平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

脂質異常症 
患者数（人） ９，６１３ １０，３３７ １１，０６３ 

医療費（円） 181,156,490 223,814,310 240,422,070 

出典：平塚市国民健康保険特定健康診査・特定保健指導実施計画（第２期） 

 
エ 糖尿病 
糖尿病は心血管疾患のリスクを高め、神経障害、網膜症、腎症、足病変といった合併症を併発す

るなどによって、生活の質（ＱＯＬ）に多大な影響を及ぼすのみではなく、脳血管疾患や心疾患な

どの循環器疾患と同様に、社会経済的活力と社会保障資源に多大な影響を及ぼします。 

糖尿病は、現在、新規透析導入の最大の原因疾患であるとともに、心筋梗塞や脳卒中のリスクを

２～３倍増加させるとされています。全国の糖尿病有病者数は、１０年間で約１．３倍に増えてお

り、人口構成の高齢化に伴い、増加のペースは加速することが予想されています。 
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平成２４年の国民健康・栄養調査では、「糖尿病が強く疑われる者」又は「糖病尿の可能性を否

定できない者」を合わせると約２，０５０万人であり、平成９年以降、初めて減少しました。 
糖尿病は症状が出現した時には、すでに病状が進行した状態となっていることもあり、糖尿病に

関連した合併症が重大な問題となっています。日本透析医学会の調査報告によると、平成２３年に

新規に透析導入された患者数は３８，８９３人であり、透析導入の原因疾患として糖尿病性腎症は

１位（４４．２％）でした。さらに、平成２３年中には、糖尿病を主原因として１，６２２人が視

覚障がいと新規に認定され、その原因としても糖尿病は重大といえます。 
市国保の特定健康診査のＨｂＡ１ｃ８．４％（ＮＧＳＰ値）以上の者の割合は、平成２４年度は

０．７％であり、平成２０年度（１％）との比較では減少しています。（表１－２７）しかし、糖

尿病及び合併症の患者数と医療費は、年々増加しています。（表１－２８） 

 

（表１－２７）特定健康診査におけるHbA1c８．４％（ＮＧＳＰ値）以上の者の割合の推移【市国保】 

                                                                     （単位：％） 

 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

総計  １．０ ０．７ １．０ ０．７ ０．７ 

出典：平塚市国民健康保険特定健康診査・特定保健指導実施計画（第２期）（平成２０～２３年度） 

平塚市国民健康保険特定健康診査（平成２４年度） 

 
（表１－２８）生活習慣病疾患別の患者数及び医療費の推移【市国保】 

（平塚市国民健康保険被保険者の各年度１１月診療分の診療報酬明細書より分析） 

疾患名  平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

糖尿病及び合併症 
患者数（人） ７，６４１ ８，１７８ ８，４３９ 

医療費（円） 247,313,790 248,360,660 300,557,630 

出典：平塚市国民健康保険特定健康診査特定・保健指導実施計画（第２期） 

 
（５）やせ・肥満の状況                                
体重は、ライフステージをとおして、日本人の主要な生活習慣病や健康状態と関連が強いといわ

れています。肥満はがん、循環器疾患、糖尿病などの生活習慣病と関連があります。若年女性のや

せは、骨量の減少や低出生体重児出産のリスクなどとの関連があります。 
平成２２年度の国民健康・栄養調査では、適正体重者（ＢＭＩが１８．５以上２５未満）の割合

は、１５歳以上で６６．７％であり、男性では減少傾向、女性では横ばいです。男性では２０～６

０歳代の肥満が３１．２％と多く、女性では４０～６０歳代の肥満は２２．２％です。また、２０

歳代のやせは２９．０％と多い状況です。 
 
ア 子どものやせ・肥満 
（ア）乳児期 
国の性別でみた出生時の平均体重を昭和４５年と平成２３年とで比較すると、男女ともに平均体

重が減少し、２，５００ｇ未満の低出生体重児の割合が増加しています。（表１－２９） 
低出生体重児は、胎児期に低栄養の状態におかれることで、倹約遺伝子によって作られた体質と生
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まれてからの環境（過剰な栄養摂取など）が合わないことにより、生活習慣病のリスクが高まると

の報告があります。低出生体重児増加の要因としては、医療の進歩、多胎妊娠、妊娠前の母親のや

せ、低栄養、妊娠中の体重増加抑制や喫煙などが考えられます。 
本市の平成２４年度の低出生体重児の出生率は１０．５４％であり、全国（９．５８％）や神奈

川県（９．７１％）と比較して高い状況であり、微増しています。（表１－３０）（表１－３１）出

生時体重別の推移をみると、１，０００～１，４９９ｇと１，５００～１，９９９ｇの出生率が高

くなっています。（表１－３２） 

 

（表１－２９）性・年代別にみた出生時の平均体重と低出生体重（２，５００ｇ未満）児の割合の推移【国】 

 昭和４５年 昭和５５年 平成２年 平成１２年 平成２２年 平成２３年 

男 
平均体重（ｋｇ） ３．２２ ３．２３ ３．１６ ３．０７ ３．０４ ３．０４ 

2,500ｇ未満（％） ５．２ ４．８ ５．７ ７．８ ８．５ ８．５ 

女 
平均体重（ｋｇ） ３．１３ ３．１４ ３．０８ ２．９９ ２．９６ ２．９６ 

2,500ｇ未満（％） ６．１ ５．６ ７．０ ９．５ １０．８ １０．７ 

出典：国民衛生の動向 

 
（表１－３０）全出生数に占める低出生体重児（２，５００ｇ未満）の割合（平成２４年度） 

（単位：％） 

国 県 市 

９．５８ ９．７１ １０．５４ 

出典：（国）人口動態調査から算出、（県、市）平成２４年神奈川県保健衛生統計年報 

 
（表１－３１）出生時の平均体重と低出生体重児の割合の推移【市】 

 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

総数 
平均体重（ｋｇ） ２．９９ ２．９８ ２．９８ ２．９８ ２．９８ 

2,500ｇ未満（％） ９．６４ ９．７３ １０．６４ １０．５３ １０．５４ 

男 
平均体重（ｋｇ） ３．０３ ３．０３ ３．０２ ３．０２ ３．０１ 

2,500ｇ未満（％） ８．６１ ８．４７ １０．２５                                                       ９．６７ ９．４１ 

女 
平均体重（ｋｇ） ２．９５ ２．９３ ２．９３ ２．９３ ２．９５ 

2,500ｇ未満（％） １０．６４ １１．０４ １１．０４ １１．４１ １１．７１ 

出典：神奈川県保健衛生統計年報 
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（表１－３２）出生時体重別の推移【市】                    （単位：人） 

出生児体重 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

500g未満 － － １ － － 

500～999g ５ ４ ５ ２ ４ 

1,000～1,499ｇ ９ １１ ５ ６ １３ 

1,500～1,999ｇ １６ ２７ ２２ ２４ ２３ 

2,000～2,499ｇ １７６ １６３ １８７ １７３ １６２ 

2,500～2,999ｇ ８５８ ８６６ ８２３ ７６５ ７６９ 

3,000～3,499ｇ ８８０ ８５９ ８４７ ８０５ ７７２ 

3,500～3,999ｇ １９７ １５８ １６８ １６０ １６１ 

4,000～4,499ｇ １５ １８ ９ １０ １３ 

4,500～4,999ｇ  1 － １ １ － 

5,000ｇ以上 1 １ － － － 

出典：神奈川県保健衛生統計年報 

 

（イ）幼児期 

本市の５歳児肥満度頻度の推移は、「肥満」は平成２４年度（１２．１％）から２年間は減少傾

向でしたが、平成２６年度（１３％）は増加しました。（グラフ１－６）また、平成２５年度の肥

満度２０％以上の児の出現率を国（２．４３％）と比較すると、市（３．５３％）は１％以上高い

状況でした。（表１－３３） 
「やせ」に関しては、平成２２年度をピークに減少しています。（グラフ１－６） 

 
（グラフ１－６）５歳児肥満度頻度の推移【市】                 （単位：％） 

 
 出典：平塚市子どもの生活習慣病予防対策事業 ５歳児肥満度調査 
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（表１－３３）肥満度２０％以上の５歳児の出現率（平成２５年度） 

                       （単位：％） 

 国 市 

出現率 ２．４３ ３．５３ 

出典：（国）全国学校保健統計（平成２５年度） 

（市）平塚市子どもの生活習慣病予防対策事業 ５歳児肥満度調査（平成２５年度） 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）学童・思春期 

小学校５年生と中学校２年生を調査対象とした「平成２５年度全国体力・運動能力、運動習慣等

調査」によると、小学５年生女子以外では肥満傾向児※１の出現率は、全国の割合を下回り、やせ

傾向児※２の出現率は、中学２年生の男子を除き、全国の割合をやや上回っています。（グラフ１－

７、８、９、１０） 

平成２６年４月の厚生労働省「健やか親子２１」検討会報告書では、思春期の不健康なやせは増

加しているため、適切な対応と啓発の必要性を指摘しています。 

子どものころからの肥満・やせが、将来の生活習慣病や健康な身体づくりに影響することを理解

することが重要です。特に女子は、将来、妊娠・出産や骨粗しょう症などへの影響が心配されます。 

 

（グラフ１－７）肥満傾向児・やせ傾向児の出現率（小学５年生男子）（平成２５年度）【市】 

  

出典：（国、県、市）平成２５年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査報告 

 

 

【参考】５歳児の肥満度判定方法 

5歳児と小学4年生児童の肥満度測定の計算方法は、実測体重から標準体重を引き、それを標準体

重で割ったものに 100をかけています。肥満度 15～19％を「肥満」、20～39％を「高度肥満」、

40％以上を「超肥満」と判定します。 
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（グラフ１－８）肥満傾向児・やせ傾向児の出現率（小学５年生女子）（平成２５年度）【市】 

  

出典：（国、県、市）平成２５年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査報告 

 

 

（グラフ１－９）肥満傾向児・やせ傾向児の出現率（中学２年生男子）（平成２５年度）【市】 

 
出典：（国、県、市）平成２５年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査報告 
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（グラフ１－１０）肥満傾向児・やせ傾向児の出現率（中学２年生女子）（平成２５年度）【市】 

 
出典：（国、県、市）平成２５年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「児童・生徒の健康診断マニュアル（改訂版）」 平成18年3月31日発行（財）日本学校保健会 

 

【参考】※１肥満傾向児、※２やせ傾向児の出現率の算出・判定方法 

 肥満傾向児・・・次の計算式により算出した肥満度が、２０％以上３０％未満の児 

 やせ傾向児・・・次の計算式により算出した肥満度が、－２０％以上—３０％未満の児 

標準体重（ｋｇ）＝ａ×身長（ｃｍ）－ｂ 

肥満度（％）＝[自分の体重（ｋｇ）－標準体重（ｋｇ）]÷標準体重(ｋｇ)×１００ 

  

標準体重を求める係数 

年齢 
男子 女子 

a b a b 

１０歳（小学５年生） ０．７５２ ７０．４６１ ０．７３０ ６８．０９１ 

１３歳（中学２年生） ０．８１５ ８１．３４６ ０．６５５ ５４．２３４ 

判定基準 

肥満度 判定 

50％以上 高度肥満 

30～49.9％ 中等度肥満 

20～29.9％ 軽度肥満 

－19.9～19.9％ 正常 

－29.9～－20％ やせ 

－30％以下 高度やせ 
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イ 成人のやせ・肥満 
（ア）成人のやせ 
若い世代の女性の場合は、やせ（ＢＭＩ１８．５未満）が潜在的な栄養不良のリスクを高めます。

本市の２０歳代女性のやせの割合は、１２．５％で国や県と比較し低い状況です。（表１－３４）

また、女性のやせの割合について４０歳代以外は１０％を超えています。（表１－３５） 
高齢者の低栄養傾向（ＢＭＩ２０以下）は、要介護及び総死亡に対する独立したリスク要因とし

て重要です。本市の低栄養傾向の高齢者の割合は２０．５％であり、国（１６．８％）と比較して

高いという結果でした。（表１－３６）また、約５人に１人は低栄養傾向にあり、７５歳以上にな

ると増加しています。（グラフ１－１１） 
 
（表１－３４）２０歳代女性のやせの者（ＢＭＩ１８．５未満）の割合      （単位：％） 

 国 

（平成２５年） 

県 

（平成２２年） 

市 

（平成２６年度） 

２０～２９歳 ２１．５ ２６．２ １２．５ 

出典：（国）平成２５年国民健康・栄養調査、（県）平成２２年県民健康・栄養調査 

（市）平塚市食育推進のための実態調査（平成２６年度） 

 
（表１－３５）年齢階級別にみた女性のやせの者（ＢＭＩ１８．５未満）の割合【市】 

（単位：％） 

２０～２９歳 ３０～３９歳 ４０～４９歳 ５０～５９歳 

１２．５ １４．１ ９．５ １５．７ 

出典：平塚市食育推進のための実態調査（平成２６年度） 

 
（表１－３６）年齢階級別にみた低栄養傾向（ＢＭＩ２０以下）の高齢者の割合  （単位：％） 

 国(平成２５年) 県（平成２２年） 市（平成２４年度） 

６５歳以上 １６．８ １６．９ ２０．５ 

出典：（国）平成２５年国民健康・栄養調査 

（県）平成２２年厚生労働省保険局医療費適正化推進室提供データ 

※かながわ健康プラン２１（第２次）（平成２６年５月一部改訂）より抜粋 

（市）平塚市国民健康保険特定健康診査(６５～７４歳)と平塚市後期高齢者健康診査(７５歳以上)を合算し、 

受診者数で割った値 
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（グラフ１－１１）高齢者の低栄養傾向（ＢＭＩ２０以下）の推移【市】 

  

出典：【総計】平塚市国民健康保険特定健康診査(６５～７４歳)と平塚市後期高齢者健康診査(７５歳以 

上)を合算し、受診者数で割った値 

【６５～７４歳】平塚市国民健康保険特定健康診査 

【７５歳以上】平塚市後期高齢者健康診査 

 
 
（イ）成人の肥満 
肥満はがん、循環器疾患、糖尿病などの生活習慣病との関連があるため、適正な体重を維持する

ことが必要です。肥満者（ＢＭＩ２５以上）の割合は、国、県、市ともに、女性よりも男性が高い

状況でした。（表１－３７）市の性別・年代別にみた肥満者（ＢＭＩ２５以上）は、男女とも４０

歳代が最も高いという結果でした。男性は、年代が上がるごとに肥満者（ＢＭＩ２５以上）の割合

は減少しますが、女性は、年代による変化は少ない状況でした。（グラフ１－１２）また、４０～

６０歳代における肥満者（ＢＭＩ２５以上）の割合の推移では、男女とも大きな変動はありません。

（表１－３８） 
 
（表１－３７）性・年齢階級別にみた肥満者（ＢＭＩ２５以上）の割合        （単位：％） 

 国 

（平成２５年） 

県 

（平成２１～２３年） 

市 

（平成２４年度） 

男性（２０～６０歳代） ２９．０ ２８．２ （４０～６０歳代）２８．４ 

女性（４０～６０歳代） １９．６ １７．２ １８．７ 

出典：（国）平成２５年国民健康・栄養調査 

（県）県民健康・栄養調査 

※かながわ健康プラン２１（第２次）（平成２６年５月一部改訂）より抜粋 

（市）平塚市国民健康保険特定健康診査（平成２４年度） 
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（グラフ１－１２）性別・年代別にみた肥満者（ＢＭＩ２５以上）の割合【市】 

 
出典：平塚市国民健康保険特定健康診査（平成２４年度） 

 

（表１－３８）４０～６０歳代における肥満者（ＢＭＩ２５以上）の割合の推移【市】 （単位：％） 

 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

男性 ２７．４ ２６．７ ２６．８ ２８．１ ２８．４ 

女性 １９．７ １８．１ １８．５ １７．９ １８．７ 

出典：平塚市国民健康保険特定健康診査 

 
ウ メタボリックシンドローム※１ 

平成２４年度の市国保特定健康診査のメタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合（２５．

２％）を平成２０年度（２６．７％）と比較すると１．５ポイントの減少でした。（表１－３９）

性別ごとでは、メタボリックシンドローム該当者及び予備群ともに、男性が女性よりも高いという

結果でした。（表１－４０） 
 
（表１－３９）特定健康診査におけるメタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合の推移（年齢階

級別）【市国保】                                （単位：％） 

 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

４０～４４歳 ２２．４ ２４．８ ２１．８ ２７．２ ２２．５ 

４５～４９歳 １８．５ ２０．６ ２０．６ ２２．１ ２１．４ 

５０～５４歳 ２５．４ ２３．４ １８．５ ２４．９ ２３．９ 

５５～５９歳 ２３．１ ２２．２ ２２．９ ２４．６ ２０．９ 

６０～６４歳 ２１．０ ２１．０ １９．９ ２２．１ ２２．０ 

６５～６９歳 ２７．２ ２５．５ ２４．７ ２４．８ ２６．２ 

７０～７４歳 ３１．６ ２９・０ ３０．０ ２８．２ ２７．５ 

総計 ２６．７ ２５．３ ２４．８ ２５．３ ２５．２ 

出典：平塚市国民健康保険特定健康診査・特定保健指導実施計画（第２期）（平成２０～２３年度） 

法定報告（平成２４年度） 
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（表１－４０）特定健康診査におけるメタボリックシンドローム該当者及び予備群の人数と該当率の状況

（平成２４年度）【市国保】 

 健診受診者 

数（人） 

該当者 予備群 非該当 

人数（人） 該当率（％） 人数（人） 該当率（％） 人数（人） 該当率（％） 

総計 １３，３６４ ２，０８８ １５．６ １，２８４ ９．６ ９，９９０ ７４．８ 

男性 ５，５０８ １，４１８ ２５．７ ８８６ １６．１ ３，２０３ ５８．２ 

女性 ７，８５６ ６７０ ８．５ ３９８ ５．１ ６，７８７ ８６．４ 

出典：法定報告 

 

 

 

 

 

【参考】 特定健康診査・特定保健指導 

○特定健康診査・特定保健指導とは 

特定健康診査とは、日本人の死亡原因の約３割を占める生活習慣病の発症や重症化予防を目的とした健

診です。 

特定保健指導は、特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善により生活習

慣病の予防効果が多く期待できる方が対象です。専門スタッフ（保健師・管理栄養士など）が生活習慣を

見直すサポートを行います。 

○特定保健指導の判定基準 

（表１－４１） 

腹囲等 
追加リスク 

④喫煙歴※２ 
対象者 

①血糖②脂質③血圧 ４０～６４歳 ６５～７４歳 

腹囲 

男性８５ｃｍ以上 

女性９０ｃｍ以上 

２つ以上該当 あり・なし 
積極的支援 

動機付け支援 
１つ該当 

あり 

なし  

上記以外でＢＭＩ

２５kg/㎡以上 

３つ該当 あり・なし 
積極的支援 

動機付け支援 ２つ該当 
あり 

なし  

１つ該当 あり・なし 

①血糖高値：空腹時血糖１００mg/dl 以上、又はＨｂＡ１ｃ５．６％（ＮＧＳＰ値）以上 

②脂質異常：中性脂肪１５０mg/dl以上、又はＨＤＬコレステロール値４０mg/dl未満 

③血圧高値：収縮期（最大）血圧１３０mmHg以上、又は拡張期（最小）血圧８５mmHg以上 

④喫 煙 歴：あり・なし 
※２喫煙歴…合計１００本以上、又は６か月以上喫煙している者であり、かつ最近１か月間も喫煙吸して 

いる者が該当 

 

 

※１メタボリックシンドローム：内臓脂肪型肥満に起因する、高血糖、脂質異常、血圧高値のそれぞれ 

のリスク因子が重複した場合に、虚血性心疾患や脳血管疾患などの発症率が高くなる状態のこと 
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（６）むし歯・歯周病の状況                                                          

ア むし歯 
   平成２５年度の「むし歯がない３歳児の割合」は８４．０％であり、県（８３．４％）に比べ

ると高い状況でした。（グラフ１－１３）しかし、「むし歯が６本以上の３歳児の割合（重度のむ

し歯を保有している割合）」は１８．４％で、県（１５．４％）に比べると高い状況でした。（グ

ラフ１－１４）「むし歯のない中学１年生の割合」は６７％で、国（５８．５％）に比べると高

く、年々増加しています。（グラフ１－１５）しかし、「初期むし歯がある中学１年生の割合」は

１０．４％、「歯肉に炎症がある中学１年生の割合」は２２．７％と、むし歯や歯周病の予備群

が存在していることから、むし歯予防だけではなく、低年齢からの歯周病予防も重要です。（グ

ラフ１－１６） 
 
（グラフ１－１３）むし歯がない３歳児の割合の推移（平成２５年度） 

  
出典：平塚市３歳児健康診査 

（グラフ１－１４）むし歯が６本以上の３歳児の割合の推移（平成２５年度） 

 
出典：平塚市３歳児健康診査 
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（グラフ１－１５）むし歯のない中学１年生の割合の推移 

  
出典：学校保健統計 

 

（グラフ１－１６）初期むし歯・歯肉に炎症がある中学１年生の割合の推移【市】 

  
出典：学校保健統計 

 
イ 歯周病 
厚生労働省の平成２３年歯科疾患実態調査によると、４０歳代の２７．９％に進行した歯周病が

あり、２０歳代でも半数以上に歯肉の所見がありました。平成２５年度平塚市成人歯科検診の結果

では、４０歳の受診者の４５％、６０歳代の５２．７％に進行した歯周炎がありました。（表１－

４２）「自分の歯を２４本以上有する者の割合」は、６０歳では８１．７％ですが、７０歳では６

３．１％に減少しています。（表１－４３）歯の健康を維持するための歯周病予防は、若い世代か

らの早期予防だけではなく、高齢期においても重要です。 
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（表１－４２）進行した歯周炎を有する者の割合                   （単位：％） 

 国（平成２３年） 県（平成２３年） 市（平成２５年度） 

４０歳代 ２７．９ ２４．７ （４０歳）４５．０ 

６０歳代 ４９．０ ７４．３ （６０歳）５２．７ 

出典：（国）平成２３年歯科疾患実態調査 （県）平成２３年県民歯科保健実態調査 

（市）平成２５年度平塚市成人歯科検診 

 

（表１－４３）自分の歯を２４本以上有する者の割合（平成２５年度）【市】 （単位：％） 

４０歳 ５０歳 ６０歳 ７０歳 

９９．４ ９３．０ ８１．７ ６３．１ 

出典：平成２５年度平塚市成人歯科検診 

 

（７）健康意識                                                                     

ア 健康状態 

市民アンケートの調査の結果では、２０歳以上の自分の健康状態は、「とても健康である」（１３．

６％）と「まあ健康である」（５９．８％）を合わせると７３．４％でした。また、「健康に不安が

ある」（１８．４％）と「健康でない」（７．１％）を合わせると２５．５％で、成人の約４分の１

は、健康に不安や問題を抱えています。（グラフ１－１７） 

（グラフ１－１７）自分の健康状態（平成２６年度）【市】  

  
出典：平塚市民の健康意識アンケート調査（平成２６年度） 

 

イ 健康のために気を付けていること 

「日頃、健康のために気を付けていることの割合」の１位は「食事」（７０．２％）であり、２

位は「体重の維持」（６４．５％）、３位は「たばこの吸い過ぎ（又は吸わない）」（６３．９％）で

した。４位は、「睡眠」（５８．８％）で、５位は「節酒」と「定期的な健康診断」（５６．４％）

でした。「ストレスをためない」（４９．１％）や「運動」（４７．７％）、「歯の健康」（４３％）は、

５割に達していません。（表１－４４） 
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（表１－４４）日頃、健康のために気を付けていることの割合（複数回答可）（平成２６年度）【市】  

  （単位：％） 

１位 食事の量や内容に気を付けて食べている ７０．２ 

２位 現在の体重を維持しようと思っている ６４．５ 

３位 たばこの吸い過ぎに注意している（又は吸わない） ６３．９ 

４位 睡眠時間を十分にとるようにしている ５８．８ 

５位 お酒の飲み過ぎに注意している（又は飲まない） ５６．４ 
５位 定期的に健康診断を受けるようにしている ５６．４ 
７位 ストレスをためないようにしている ４９．１ 

８位 運動やスポーツなど日頃努めて体を動かすようにしている ４７．７ 

９位 歯科検診を受けるなど歯の健康に注意している ４３．０ 

１０位 無回答・無効 ２．７ 

出典：平塚市民の健康意識アンケート調査（平成２６年度） 

 
ウ 健康づくりボランティアへの参加 
健康づくりボランティア活動（健康や医療サービスに関係したボランティア活動）への参加状 

況は、「参加している」（２．５％）と「過去に参加したことがある」（５．６％）を合わせると８．

１％と低い結果でした。（グラフ１－１８） 
 
（グラフ１－１８）健康づくりボランティア活動（健康や医療サービスに関係したボランティア活動）へ

の参加状況（平成２６年）【市】 

  

出典：平塚市民の健康意識アンケート調査（平成２６年度） 
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１－３．生活習慣の課題 
  我が国のリスク要因別の関連死亡者数（男女計）によると、日本における予防可能な危険因

子を比較評価した研究結果では、平成１９年のＮＣＤと障がいによる成人死亡の主要な決定因

子は、喫煙、高血圧という結果でした。（グラフ１－１９） 
がん、循環器疾患、糖尿病及びＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）を中心としたＮＣＤは、世界

的にも死因の約６０％を占め（平成２０年現在）、今後１０年間でさらに７７％にまで増加する

との予測もなされています。各疾患の性質を医学的に見た場合、例えばがんは必ずしも悲感染

性のものだけではなく、感染性のものも存在していますが、近年、国際的に取り組まれている

ＮＣＤ対策では、疾患そのものに着目して、がん、循環器疾患、糖尿病及びＣＯＰＤ（慢性閉

塞性肺疾患）をＮＣＤという疾患で整理し、包括的な取組みがなされています。（表１－４５） 
このことからも、がんや生活習慣病の予防には、生活習慣の改善が重要であるといえます。 

（グラフ１－１９）【参考】リスク要因別の関連死亡者数【国】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

（表１－４５）【参考】ＮＣＤと生活習慣の関連 ～これらの疾患の多くは予防可能～ 

 

0 20 40 60 80 100 120 140

トランス脂肪酸の高摂取

ヒトT細胞白血病ウイルス1型感染

ヒトパピローマウイルス感染

果物・野菜の低摂取

B型肝炎ウイルス感染

過体重・肥満

多価不飽和脂肪酸の低摂取

C型肝炎ウイルス感染

高LDLコレステロール

ヘリコバクター・ピロリ菌感染

アルコール摂取

塩分の高摂取

高血糖

運動不足

高血圧

喫煙

循環器疾患

悪性新生物

糖尿病

その他の非感染性疾病

呼吸器系疾患

外因

死亡者数

（循環器疾患 33,400） （がん 77,400） （呼吸器疾患 18,100）

128,900

103,900

52,200

34,100

34,000

32,700*

30,600

23,900

23,000

21,200

19,000

11,600

8,900

2,600

1,100

0

図２．わが国におけるリスク要因別の関連死亡者数－男女計(2007年)

（Ikeda N, et al: PLoSMed. 2012; 9(1): e1001160.）

* アルコール摂取は、循環器疾患死亡2,000人、糖尿病死亡100人の予防効果が

推計値として報告されているが、図には含めていない。  

出典：健康日本２１（第２次）の推進に関する参考資料 

 

出典：健康日本２１（第２次）の推進に関する参考資料 
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（１）栄養・食生活                                    

ア 基本的な考え方 
栄養・食生活は、生命を維持し、子どもたちが健やかに成長し、また、人々が健康で幸福な

生活を送るために欠くことのできない営みであり、多くの生活習慣病の予防のほか、生活の質

の向上及び社会機能の維持・向上の観点からも重要です。子どもについては、健康な生活習慣

の獲得のために、３食を規則正しく食べることや間食のとり方が大切です。高齢者は、低栄養

の予防・改善が生活機能の維持・向上につながります。 
 
（朝食摂取について） 

  欠食が習慣化している成人は、小学生の頃から朝食を食べていなかったという報告があり、

幼少時から健康的な食習慣を身に付けることが必要です。また、国内外の研究では、家族と一

緒に食事をする（共食）頻度が低い児童生徒には、肥満・過体重が多いことが報告されていま

す。国の平成２４年度食育に関する意識調査では、家族と一緒に食事をする頻度について「ほ

とんど食べない」割合が、朝食は２１．０％、夕食は６．２％でした。「健康日本２１（第２

次）」では、共食頻度が高い者は、野菜・果物・ご飯をよく食べる者が多く、食物摂取状況が

良好な傾向にあることが報告されています。 
（適切な量と質の食事について） 

適切な量と質の食事は、生活習慣病予防の基本の一つです。主食、主菜、副菜を組み合わせ

た食事は日本の食事パターンであり、良好な栄養素摂取量、栄養状態につながることが報告さ

れています。国の平成２４年度食育に関する意識調査では、主食、主菜、副菜を組み合わせた

食事をしている成人は６３．３％であり、平成２３年度調査（６８．１％）より４．８ポイン

ト減っていました。 
（食塩摂取量について） 

 食塩摂取量を減らすことにより、血圧を低下させ、結果的に胃がんなどの循環器疾患を減少 
させることが立証されています。平成２５年国民健康・栄養調査では、成人１日一人あたりの 
食塩摂取量の平均値は１０．２ｇ（男性は１１．１ｇ、女性は９．４ｇ）で微減しましたが、 
日本人の食事摂取基準値（２０１０年版）（男性は９ｇ未満、女性は７．５ｇ未満）に比べて 
高い状況です。 
（野菜と果物の摂取量について） 

野菜と果物の摂取量の増加は体重コントロールに重要な役割があり、循環器疾患や２型糖尿 
病※１の一次予防に効果があることが報告されています。また、野菜と果物は、消化器系のがん

に、果物は肺がんに予防的に働くことも報告されています。我が国では、食道がん、胃がんと

の関連が示され、不足しないようにすることが推奨されています。平成２５年国民健康・栄養

調査によると、成人１日一人あたりの野菜と果物摂取量の平均値は、野菜は２８３．１ｇ、果

物（ジャムを除く）は１１６．５ｇでした。野菜摂取量については、目標量である３５０ｇに

は達していません。果物の目標量は２００ｇですが、２０～４０歳代の摂取量は６０～７０ｇ

にとどまっている状況です。 
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イ 現状と課題 
（ア）乳幼児期、学童・思春期 

本市の幼児期の朝食摂取状況をみると、朝食を「毎日食べる」５歳児の割合は、平成２５年

度は９６．４％であり、平成２１年度からの推移は大きな変動がありませんでした。（表１－４

６）また、「朝食に主食、主菜、副菜がそろう」５歳児の割合は、５８．１％（平成２５年度）

であり、平成２１年度からの推移は大きな変動がありませんでした。（表１－４７） 

本市の学童期の朝食摂取状況をみると、朝食を「毎日食べる」小学５年生の割合は男子が８６．

３％、女子は８７．１％でした。一方、朝食を「毎日食べない」小学５年生は男子が０．９％、

女子は１．２％であり、朝食の摂取状況は、国や県との差は少ないという結果でした。（表１－

４８） 

 

（表１－４６）朝食を食べる５歳児の割合の推移【市】   （単位：％） 

 平成２１年度 平成２３年度 平成２５年度 

毎日食べる ９４．９ ９７．７ ９６．４ 

時々食べる ４．７ ２．０ ３．５ 

毎日食べない ０．２ ０．３ ０．１ 

出典：平塚市子どもの生活習慣病予防対策事業 ５歳児生活実態調査 

 

（表１－４７）朝食に主食、主菜、副菜がそろう５歳児の割合の推移【市】（単位：％） 

平成２１年度 平成２３年度 平成２５年度 

５８．６ ５７．１ ５８．１ 

出典：平塚市子どもの生活習慣病予防対策事業 ５歳児生活実態調査 

 

（表１－４８）朝食を食べる小学５年生の割合                   （単位：％） 

 国 県 市 

男子 女子 男子 女子 男子 女子 

毎日食べる ８８．６ ８９．７ ８８．７ ９０．０ ８６．３ ８７．１ 

食べない日がある １０．６  ９．８ １０．５ ９．４ １２．９ １１．８ 

毎日食べない  ０．８  ０．５  ０．８  ０．６  ０．９  １．２ 

出典：（国・県・市）平成２５年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査報告 

   

（イ）青年期、壮年期、高齢期 

成人の健康的な食事の内容は、主食・主菜・副菜をそろえることが基本です。しかし、本市

における「主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が１日２回以上の日がほぼ毎日の者の割合」

※１２型糖尿病：膵臓から出るインスリン分泌の低下などが原因によって起こります。食事や運度な

どの生活習慣が関係している場合が多く、我が国の糖尿病の９５％以上を占めます。 
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は５４．５％で、国（６３．３％）と比較して８．８ポイント低い状況です。（表１－４９） 

その中で、野菜はビタミン、ミネラルなどの重要な供給源であり、本市では、１日３５０ｇ

以上の野菜を食べることを平塚市健康増進計画及び平塚市食育推進計画の取組みとして推奨し

てきました。しかし、「野菜の１日摂取量が３５０ｇ以上の者の割合」（２１％）は、県（２６．

８％）と比較して５．８ポイント低い状況です。（表１－５０）また、どの年代においても３５

０ｇに達しておらず、特に２０歳代、３０歳代と若い世代の摂取量が低い状況です。（グラフ１

－２０）良好な栄養摂取量、栄養状態につなげるためには、主食・主菜・副菜をそろえること

や野菜の摂取量を増やすことについての取組みが重要です。 

（表１－４９）主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が１日２回以上の日がほぼ毎日の者の割合 

（単位：％） 

国 

（平成２４年度） 

県 

（平成２５年度） 

市 

（平成２６年度） 

６３．３ ６１．９ ５４．５ 

出典：（国）内閣府 平成２４年度食育に関する意識調査 （県）平成２５年県民健康・栄養調査 

※かながわ健康プラン２１（第２次）（平成２６年５月一部改訂）から抜粋 

（市）平塚市食育推進のための実態調査（平成２６年度） 

※（国・市）の対象は２０歳以上、（県）１５歳以上 

 

（表１－５０）野菜の１日摂取量が３５０ｇ以上の者の割合（単位：％） 

県 

（平成２１～２３年） 

市 

（平成２６年度） 

２６．８ ２１．０ 

出典：（県）県民健康・栄養調査（平成２１～２３年） 

※かながわ健康プラン２１（第２次）（平成２６年５月一部改訂）から抜粋 

（市）平塚市食育推進のための実態調査（平成２６年度） 

（グラフ１－２０）年代別野菜摂取量の平均値【市】 

 
出典：平塚市食育推進のための実態調査（平成２６年度）※市の調査では、「食事ごとに野菜料理を何皿食べて

いるか」を質問し、１皿を７０ｇの野菜量と換算して摂取量を算出。 



48 
 

【参考】野菜類摂取量の平均値 

野菜の摂取量の増加は、体重コントロールに重要な役割があること、循環器疾患、2型糖尿病の一

次予防に効果があることが報告されています。食道がん、胃がんなどの消化器系のがん予防に野菜摂

取が重要とされ、不足しないことが推奨されています。国の成人の野菜類平均摂取量は、28３.１ｇ

であり、どの年代でも350ｇには達していません。（グラフ１－２１） 

（グラフ１—２１） 

283.1
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286.4
320.3
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総数 ２０－２９歳 ３０－３９歳 ４０－４９歳 ５０－５９歳 ６０－６９歳 ７０歳以上

(g/日)

野菜類摂取量の平均値

（２０歳以上、男女計・年齢階級別）

 
出典：平成２５年国民健康・栄養調査 
 

高齢者の介護が必要になる要因の一つに低栄養があります。低栄養とは、健康な体を維持し

活動するのに必要な栄養素、特にたんぱく質とエネルギーなどが欠乏している状態をいい、体

調不良や様々な疾病の原因になります。 

平成２５年度の本市の調査結果では、１日に３食を食べている割合が一般高齢者は９４．１％

で、虚弱高齢者（要介護の状態ではないが、心身機能の低下や病気などのため、日常生活の一

部に介助を必要とする高齢者）及び介護認定要支援者は８７．７％でした。平成２５年度との

比較では、３食を食べている割合はいずれも増加しています。（グラフ１－２２）一般高齢者に

比べると、虚弱高齢者及び介護認定要支援者は、より低栄養状態、又は低栄養に陥りやすい状

態であると考えられます。そのため、高齢者の適正な栄養についての周知が必要です。 

（グラフ１－２２）１日に朝・昼・晩の３食を食べている高齢者の割合の推移【市】 

 
出典：平塚市高齢者福祉計画（介護保険事業計画[第６期]）調査報告書（平成２６年３月） 
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（２）身体活動・運動                              
ア 基本的な考え方 
「身体活動」とは、安静にしている状態よりも多くのエネルギーを消費する全ての動きであ 
り、「運動」とは、身体活動のうち、スポーツやフイットネスなどの健康・体力の維持・増進を

目的として計画的に行われるものを指します。 
身体活動・運動の量が多い者は、不活発な者と比較して、ＮＣＤの発症リスクが低いことが

実証されています。ＷＨＯ（世界保健機構）では、高血圧（１３％）、喫煙（９％）、高血糖（６％）

に次いで、身体不活動（６％）を全世界の死亡に対する危険因子の主要な要因と認識し、世界

に向けて勧告を出しました。我が国でも身体活動・運動の不足は、喫煙、高血圧に次いでＮＣ

Ｄによる死亡の３番目の危険因子であることが示唆されています。また、最近では、身体活動・

運動はＮＣＤの発症予防だけはでなく、高齢者の認知機能や運動機能などの社会生活機能の低

下と関係することも明らかになっています。 
 

 （子どもの運動やスポーツの習慣化について） 

文部科学省「幼児期運動指針」によると、幼児期に運動を調整する能力を高めておくことは、

学童期以降の運動機能の基礎を形成するという重要な意味があります。また、幼児期に運動習

慣を身に付けると、身体機能の諸機能における発達が促され、生涯にわたり健康で活動的な生

活習慣の形成にも役立つ可能性が高く、肥満ややせを防ぐ効果もあります。その結果、幼児期

だけではなく、成人後も生活習慣病になる危険性が低くなると考えられています。 

平成２５年度の全国体力・運動能力、運動習慣等調査によると、「学校の体育の授業を除いた

運動やスポーツを週３日以上している小学５年生の割合」は、国の平成２２年の調査では、男

子が６１．５％、女子は３５．９％でした。健康な運動習慣がある子どもを増やし、心身の健

康の保持・増進や体力の向上を図り、健康で活力に満ちた長寿社会につなげていくことが重要

です。 

 （日常生活における歩数について） 

特に余暇時間の少ない働き盛りの世代においては、運動のみならず、就業や家事などの場面

で、生活活動を含む身体活動全体の増加や活発性を通して、歩数と活発な身体活動を増加させ

る必要があります。平成２２年国民健康・栄養調査における２０歳以上の歩数の平均は、男性

７，１３６歩、女性６，１１７歩でした。また、加齢に伴い、６５歳以降は平均歩数が減少し

ます。 
（運動習慣者について） 

１日３０分・週２回以上の運動をしている者は、運動習慣のない者と比較して、ＮＣＤの発

症・死亡リスクが１０％低いことが研究で示されています。 
６５歳以上では、何らかの生活習慣病の危険因子を持っている者が増えます。しかし、余暇 

 時間が相対的に増えることから、運動、又は身体活動に積極的に取り組むことが可能であり、

運動習慣による効果が期待されます。 
（ロコモティブシンドローム（運動器症候群）について） 

運動器の障がいのために移動機能が低下した状態を「ロコモティブシンドローム（略称：ロ
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コモ、和名：運動器症候群）」といい、進行すると介護が必要になるリスクが高くなります。ロ

コモィブシンドロームは筋肉、骨、関節、軟骨、椎間板といった運動器のいずれか、あるいは

複数に障がいが起こり、歩行や日常生活に何らかの障がいをきたしている状態です。また、歩

行速度が速い高齢者ほど生活機能を維持しやすく、余命も長いことが知られており、歩行速度

は、要介護状態を予知する一つの因子ともいえる機能です。高齢者における歩行速度は、６５

歳以降、緩やかに直線的に低下します。女性は７５歳以降、男性は８０歳以降には、日常生活

に不自由が生じ始めます。 
 （足腰に痛みのある高齢者について） 

平成２２年の国民生活基礎調査によると、６５歳以上の高齢者で「腰痛」を訴えている者は、 
男性では１，０００人あたり１６８．３人、女性では２１０．６人いました。また、「手足の関

節の痛み」を訴えている者は、男性で９６．８人、女性で１５９．９人でした。「腰痛」と「手

足の関節の痛み」は、男女とも有訴者率の上位３位以内にあります。高齢者の腰痛症通院患者

率も男性１，０００人あたり１０１．１人、女性１３８．５人と、男女とも上位４位内にあり、

実際に多くの高齢者が運動器に問題を抱えています。 
 （高齢者の社会参加の促進について） 

高齢期における仕事（就業）、ボランティア活動、趣味、稽古事などの社会参加・社会貢献活

動は、将来の日常生活動作（ＡＤＬ）障がいのリスクを減少させることが、研究で報告されて

います。また、社会参加は、心理的健康にとっても好影響をもたらすほか、外出の機会の増加

にもつながり、身体活動や食欲の増進効果もあります。 
 
イ 現状と課題 
（ア）乳幼児期、学童・思春期 
平成２５年度５歳児生活実態調査の結果では、「休日に外遊びを２時間以上している」児の割

合は７２．９％でした。平成２１年度（７４．７％）と比較して、外遊びの時間が減少してい

ます。（グラフ１－２３）学童期の運動の状況は、平成２５年度全国体力・運動能力、運動習慣

等調査によると、小学５年生と中学２年生の男女別では、小学５年生の男子を除くと、１週間

の運動頻度が「ときたま（月１～３日）」あるいは「しない」の割合が、全国に比べて高い状況

です。また、女子に運動頻度の低い傾向が見られます。（グラフ１－２４、２５、２６、２７） 

子どもにとっての外遊びや運動は、運動神経の発達を促し、体力・運動能力の基礎などを養

うことができます。運動不足による子どもの体力の低下は、将来的に国民全体の体力の低下に

つながり、生活習慣病の増加やストレスに対する抵抗力の低下など健康に不安を抱える人々が

増え、ひいては社会全体の活力が失われる事態が危惧されていることを周知する必要がありま

す。 
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（グラフ１－２３）５歳児が休日に外遊びをする時間の推移【市】  

  

出典：平塚市子どもの生活習慣病予防対策事業 ５歳児生活実態調査（平成２５年度） 

（グラフ１－２４）運動の頻度（小学５年生男子）（平成２５年度） 

 
出典：（国、県、市）平成２５年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査報告 

（グラフ１－２５）運動の頻度（小学５年生女子）（平成２５年度） 

 
出典：（国、県、市）平成２５年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査報告 
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（グラフ１－２６）運動の頻度（中学２年生男子）（平成２５年度） 

 
出典：（国、県、市）平成２５年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査報告 

 

（グラフ１－２７）運動の頻度（中学２年生女子）（平成２５年度） 

 
出典：（国、県、市）平成２５年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査報告 

 

 

（イ）青年期、壮年期、高齢期 

 市民アンケートの結果では、「運動習慣者（３０分以上、週２日以上の運動を１年以上継続

している者）の割合」は、２０～５９歳の女性の割合が低く、県との差は１２．６ポイントで

す。（表１－５１） 

 週２日以上の運動習慣がある男性は、８６．５％であり、年代別で最も少なかったのは、５

０歳代（６８％）でした。（グラフ１－２８）週２日以上の運動習慣者がある女性は、全体では

８０．７％であり、年代別で最も少ないのは３０歳代（５３．９％）でした。（グラフ１－２９）

運動不足は、生活習慣病などのリスクを高め、心肺や運動機能の低下をもたらす危険性がある

ことについて理解し、運動習慣を持つことについて周知をすることが大切です。 
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（表１－５１）運動習慣者（３０分以上、週２日以上の運動を１年以上継続している者）の割合 

（単位：％） 

 国（平成２４年） 県（平成２１～２３年） 市（平成２６年度） 

男性 
（２０～６４歳）２６．５ （２０～５９歳）２８．９ （２０～５９歳） ２５．４ 

（６５歳以上）  ４９．６ （６５歳以上）  ５６．３ （６０歳以上）  ４７．５ 

女性 
（２０～６４歳）２１．５ （２０～５９歳）２８．０ （２０～５９歳） １５．４ 

（６５歳以上）  ３９．４ （６５歳以上）  ４０．２ （６０歳以上）  ４３．３ 

出典：（国）平成２４年国民健康・栄養調査 

（県）県民健康・栄養調査 

※かながわ健康プラン２１（第２次）（平成２６年５月一部改訂）から抜粋 

（市）平塚市民の健康意識アンケート調査（平成２６年度） 

 

（グラフ１－２８）運動をしている頻度（男性）（平成２６年度）【市】 

 
出典：平塚市民の健康意識アンケート調査（平成２６年度） 
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（グラフ１－２９）運動をしている頻度（女性）（平成２６年度）【市】 

 
出典：平塚市民の健康意識アンケート調査（平成２６年度） 

 

介護保険を利用していない一般高齢者を対象とした調査の結果では、「足腰が弱り、歩くこと

や外出が大変になってきた」高齢者は２０％でした。また、「この一年間に転倒したことがある」

高齢者は７．２％でした。（グラフ１－３０） 

「ロコモティブシンドローム（運動器症候群）※１を認知している者の割合」（２２．９％）

は、県（９．６％）よりは高いですが、国（２６．６％）より低い状況です。（表１－５２）ま

た、「どんな状態であるかを知っている」割合も、７．７％と少ない結果でした。（グラフ１－

３１）スポーツや身体を動かす頻度は、「週に２日以上」の割合が５７％でした。「ほとんどし

ない」は、全体で２０．２％でした。（表１－５３）そのため、今後もロコモティブシンドンロ

ームの予防やスポーツや身体を動かすことの重要性についての周知が必要です。 

「何らかの地域活動に参加している高齢者の割合」は１９．２％であり、特に女性（１４．

９％）よりも男性（２３．２％）の参加が多いという結果でした。「現在は参加していないが、

今後参加したい。」という思いのある高齢者は１０．５％でした。（グラフ１－３２）高齢者の

潜在的ニーズを引き出せるように支援し、参加できる身近な地域活動を充実させることが重要

です。 
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（グラフ１－３０）心身の症状の割合（平成２５年度）【市】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平塚市高齢者福祉計画（介護保険事業計画[第６期]）調査報告書（平成２６年３月） 

 

 

 

（表１－５２）ロコモティブシンドローム（運動器症候群）を認知している者の割合 

（単位：％） 

国（平成２５年度） 県（平成２５年） 市(平成２６年度) 

２６．６ ９．６ ２２．９ 

出典：（国）２０１３年度ロコモティブシンドローム生活者意識全国調査（日本整形外科によるインターネット

調査 ２０代～７０代以上） 

（県）平成２５年県民健康・栄養調査 

（市）平塚市民の健康意識アンケート調査(平成２６年度) 

 

 

 

 

 

 

 

一年前に比べて、物覚え(記憶力)
が悪くなった

足腰が弱り、歩くことや外出が大変
になってきた

歯の具合が悪く、思うように食事を
摂れない

この一年間に転倒したことがある

気分がふさぎがちである

食欲がない

あてはまるものはない

無回答

33.2

20.0

7.8

7.2

6.1

1.9

46.3

4.5

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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（グラフ１－３１）ロコモティブシンドローム（運動器症候群）の認知度（平成２６年度）【市】 

  

出典：平塚市民の健康意識アンケート調査(平成２６年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：健康日本２１（第２次）の推進に関する参考資料 

【参考】ロコモティブシンドローム（運動器症候群） 

ロコモティブシンドローム（運動器症候群）は、「脳卒中」、「認知症」と並んで要介護状態の三

大原因の一つです。ロコモティブシンドローム（運動器症候群）になると、「骨」「関節」「筋肉」

等のそれぞれの働きが、加齢や運動不足などにより低下するため、歩行困難や転倒しやすくなり、

要介護のリスクが高まります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

筋力が低下すると、周りの関節や骨に負担がかかり、痛みを伴うようになる 

運動不足や加齢により筋肉が減少（ロコモティブシンドロームの初期症状） 

バランス能力の低下により、転倒しやすくなる 

加齢により骨量も低下することで骨折しやすくなる 

歩行が困難になる 

さらに運動不足になり、健康状態が悪化していく 

要介護状態になる 
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（表１－５３）高齢者のスポーツ（ウオーキングを含む）や身体を動かす頻度     （単位：％） 

 週に２日 

以上 

週に１日 

程度 

月に２～３

回程度 

月に１回 

程度 

ほとんど 

しない 
無回答 

全体 ５７．０ １１．３ ６．０ １．８ ２０．２ ３．６ 

男性 ６２．５ １０．６ ５．６ ２．１ １６．６ ２．７ 

女性 ５２．０ １１．７ ６．８ １．７ ２３．８ ４．０ 

出典：平塚市高齢者福祉計画（介護保険事業計画[第６期]）調査報告書（平成２６年３月） 

 

 

（グラフ１－３２）何らかの地域活動をしている高齢者の割合（平成２５年度）【市】 

70歳～74歳

75歳～79歳

80歳～84歳

85歳～89歳

90歳以上

性
別

年
齢
別

310人

176人

106人

44人

5人

凡例

全体

男性

女性

65歳～69歳

回答
者数

994人

483人

471人

324人

参加して
いる

現在はして
いないが、
今後参加

したい

あまり参加
していない

参加したい
とは

思わない
該当不明 無回答

19.2 

23.2 

14.9 

21.6 

20.3 

19.3 

12.3 

9.1 

10.5 

12.2 

9.6 

14.2 

11.0 

8.0 

7.5 

4.5 

35.7 

32.1 

39.3 

36.1 

37.7 

34.1 

32.1 

34.1 

22.7 

25.1 

21.4 

24.4 

20.6 

25.0 

20.8 

29.5 

60.0 

4.5 

2.3 

6.4 

1.2 

6.2 

4.5 

8.5 

2.3 

7.3 

5.2 

8.5 

2.5 

4.2 

9.1 

18.9 

20.5 

40.0 

(%)

 

出典：平塚市高齢者福祉計画（介護保険事業計画[第６期]）調査報告書（平成２６年３月） 
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（３）休養・こころの健康                            
ア 基本的な考え方 
こころの健康とは、人が生き生きと自分らしく生きるための重要な条件です。具体的には、

次の４つの要素があり、生活の質に大きく影響するものです。 
・自分の感情に気付いて表現できること（情緒的健康） 
・状況に応じて適切に考え、現実的な問題解決ができること（知的健康） 
・他人や社会と建設的で良い関係を築けること（社会的健康） 

  ・人生の目的や意義を見出し、主体的に人生を選択すること（人間的健康） 
こころの健康を保つには多くの要素があり、適度な運動や、バランスのとれた栄養・食生活

は、身体だけではなく、こころの健康においても重要な基礎となるものです。これらは、心身

の疲労の回復と充実した人生を目指す休養が加えられ、健康のための３つの要素とされてきま

した。さらに、十分な睡眠をとりストレスと上手につき合うことは、こころの健康に欠かせな

い要素となっています。こころの健康については、平成２２年国民生活基礎調査では、気分障

がい、不安障がいに相当する心理的苦痛を感じている者は１０．４％でした。また、県が実施

した平成２０年の患者調査では、気分障がい（躁うつ病を含む）の患者数は約５３，０００人

でした。 
 
（睡眠による休養について） 

睡眠不足は、疲労感をもたらし、情緒を不安定にし、適正な判断力を鈍らせ、事故のリスク

を高めるなど生活の質に大きく影響します。また、睡眠障がいはこころの病気の一症状として

現れることも多く、再発や再燃リスクも高めます。さらに、近年では、睡眠不足や睡眠障がい

が肥満、高血圧、糖尿病の発症・悪化要因であること、心疾患や脳血管障害を引き起こし、ひ

いては死亡率の上昇をもたらすことも知られています。 

ここ数年の国民健康栄養調査によると、睡眠による休養を十分にとれていない人の有訴者率

は、２０％前後で推移しています。 

 （ストレスについて） 

  ストレスの対策としては、①ストレスに対する個人の対処能力を高めること、②個人を取り

巻く周囲のサポートを充実させること、③ストレスの少ない社会をつくることなどが必要です。

特に個人の対処能力を高めるためには、ストレスに関する正しい知識の習得、健康的な生活習

慣による心身の健康の維持、自らのストレスの状態の把握、リラックスや気分転換などを柔軟

に取り組むなどが重要です。 
 
イ 現状と課題 
（ア）乳幼児期、学童・思春期 
５歳児の生活習慣実態調査によると、睡眠時間が１０時間以上の子どもが平成１８年度では

７４．０％でしたが、平成２５年度では５４．３％と減少し、睡眠時間の減少がみられます。 
（グラフ１－３３） 
「平成２５年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査」によると、男女ともに小学５年生に
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比べて、中学２年生から６時間未満の者の割合が増加しています。特に中学２年生の女子は、 
全国、県と比べて６時間未満の割合がやや高くなっています。（グラフ１－３４、３５、３６、

３７） 
厚生労働省の「健康づくりのための睡眠指針２０１４」では、若い世代(１０歳代)の夜更か
し習慣を予防することが重要であり、日本人の中学生・高校生を対象にした横断研究では、就

寝時刻が遅い者ほど、メンタルヘルスの所見を有する割合が多いと指摘しています。また、近

年、中学生、高校生の間にも携帯電話が広く普及しており、就寝前に携帯電話を会話やメール

のために使用する頻度が多い者ほど、睡眠の問題を抱えている割合が高いことを指摘していま

す。平成２４年に厚生労働省研究班が実施した全国の中高生対象の調査では、「インターネット

依存」の中高生は推計５１万８千人に上るという結果でした。 
規則正しい睡眠覚醒リズムを築くためには、朝起きて光を浴びることが大切であり、夜遅く

まで明るい電灯の下で起きていると生活リズムを崩す引き金となりうることも指摘されていま

す。また、睡眠は免疫機能の活性化に関与することや成長ホルモンの分泌が入眠後に亢進する

ことが知られています。良い睡眠をとることは、規則正しい睡眠覚醒のリズムを築き、良い睡

眠をとることは、子どもの健やかな発育発達と健康の保持増進のために極めて大切です。思春

期世代に対しても、できるだけそれまでに適切な生活習慣を築き、自分自身で睡眠の必要性を

意識し、生活ができるように働きかける必要があります。 
 

（グラフ１－３３）５歳児の睡眠時間の推移【市】 

 
出典：平塚市子どもの生活習慣病予防対策事業 ５歳児生活実態調査 
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（グラフ１－３４）睡眠時間の割合（小学５年男子）（平成２５年度）【市】 

 

出典：（国、県、市）平成２５年度全国体力・運動能力・運動習慣等調査報告 

 

（グラフ１－３５）睡眠時間の割合（小学５年女子）（平成２５年度）【市】 

 

出典：（国、県、市）平成２５年度全国体力・運動能力・運動習慣等調査報告 

 

（グラフ１－３６）睡眠時間の割合（中学２年男子）（平成２５年度）【市】 

 

出典：（国、県、市）平成２５年度全国体力・運動能力・運動習慣等調査報告 
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（グラフ１－３７）睡眠時間の割合（中学２年女子）（平成２５年度）【市】 

 

出典：（国、県、市）平成２５年度全国体力・運動能力・運動習慣等調査報告 

 

（イ）青年期、壮年期、高齢期 

[睡眠] 

市民アンケートの結果では、「１か月間の成人の平均睡眠時間の推移」について、過去の調査

結果との比較では、睡眠時間が「８時間以上」の割合は減少し、「６時間以上８時間未満」が増

加しています。（グラフ１－３８）年代別では、「６時間未満」の1位は４０歳代（４１．３％）

で。２位は５０歳代（３７．６％）です。（グラフ１－３９） 

 「睡眠による休養が十分にとれていない」割合も、全体（２２．８％）では、過去の調査結

果よりも増加しています。（グラフ１－４０）また、国よりも多い状況です。（表１－５４）年

代別では、「あまりとれていない」、「まったくとれていない」を合わせると、５０歳代が３３．

３％と最も多く、次に４０歳代が３３．１％でした。「まったくとれていない」は、４０歳代（６．

６％）が最も多い状況でした。（グラフ１－４１） 

このことから、特に壮年期世代には、睡眠時間の確保が重要であり、更なる周知を図る必要

があります。 

 

（グラフ１－３８）１か月間の成人の平均睡眠時間の推移（平成２６年度）【市】 

 
出典：平塚市民の健康意識アンケート調査（平成２６年度） 
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（グラフ１－３９）１か月間の成人の平均睡眠時間の割合（年代別）（平成２６年度）【市】  

 

出典：平塚市民の健康意識アンケート調査（平成２６年度） 

（グラフ１－４０）ここ１か月間、睡眠による休養がとれない者の推移（平成２６年度）【市】 

 

出典：平塚市民の健康意識アンケート調査（平成２６年度） 

 

（表１－５４）睡眠による休養を十分にとれていない成人の割合 （単位：％）  

国 

（平成２４年） 

県 

（平成２１～２３年） 

市 

（平成２６年度） 

全体 １５．６ 
男性 １７．７ 

全体 ２２．８ 
女性  ８．１ 

出典：（国）平成２４年国民健康・栄養調査 

（県）県民健康・栄養調査 

※かながわ健康プラン２１（第２次）（平成２６年５月一部改訂）から抜粋 

（市）平塚市民の健康意識アンケート調査（平成２６年度） 
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（グラフ１－４１）睡眠により休養がとれている者の割合（年代別）（平成２６年度）【市】 

 

出典：平塚市民の健康意識アンケート調査（平成２６年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

出典：厚生労働省 健康局 

 
 
 
 

【参考】健康づくりのための睡眠指針２０１４ ～睡眠１２箇条～ 

 

１．良い睡眠で、からだもこころも健康に。 

２．適度な運動、しっかり朝食、ねむりとめざめのメリハリを。 

  ３．良い睡眠は、生活習慣病を予防につながります。 

  ４．睡眠による休養感は、こころの健康に重要です。 

  ５．年齢や季節に応じて、ひるまの眠気で困らない程度の睡眠を。 

  ６．良い睡眠のためには、環境づくりも重要です。 

  ７．若年世代は夜更かし避けて、体内時計のリズムを保つ。 

  ８．勤労世代の疲労回復・能率アップに、毎日十分な睡眠を。 

  ９．熟年世代は朝晩メリハリ、ひるまに適度な運動で良い睡眠。 

１０．眠くなってから寝床に入り、起きる時刻は遅らせない。 

１１．いつもと違う睡眠には、要注意。 

１２．眠れない、その苦しみをかかえずに、専門家に相談を。 
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[ストレス] 
ストレスは、４４．１％が「ほぼ解消できている」状況です。しかし、「あまり解消できてい

ない」と「全く解消できていない」を合わせると３８．９％という結果で、約４割が問題を抱

えています。（グラフ１－４２） 

「ストレスがある割合」の推移では、「大いにある」、「少しある」が増加しています。（グラ

フ１－４３）年代別では、「大いにある」の 1位は４０歳代（２８．６％）、２位は５０歳代（２
２．４％）でした。（グラフ１－４４）このことから、壮年期世代へのストレス対策が重要です。 

 
（グラフ１－４２）ストレスの解消状況の割合（平成２６年）【市】  

  

出典：平塚市民の健康意識アンケート調査（平成２６年度） 
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（グラフ１－４３）ストレスがある割合の推移【市】 

 

出典：平塚市民の健康意識アンケート調査（平成２６年度） 

 

（グラフ１－４４）ストレスがある割合（年代別）（平成２６年度）【市】 

 

出典：平塚市民の健康意識アンケート調査（平成２６年度） 
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（４）喫煙                                                       

ア 基本的な考え方 
国のたばこ消費量は近年減少傾向ですが、過去のたばこ消費による長期的な健康影響と急速

な高齢化により、たばこ関連疾患による死亡数は年々増加しています。我が国の年間死亡数（参

考：平成２２年 １１９万人）のうち、喫煙者本人による死亡者数は１２～１３万人、受動喫

煙による死亡数は、約６，８００人と推定されています。 
たばこによる健康被害は、国内外の多数の科学的知見により因果関係が確立しています。具

体的には、喫煙はがん（口腔、咽頭、喉頭、食道、肺、胃、大腸、膵臓、肝臓、腎臓、尿路、

膀胱、子宮頸部、鼻腔、副鼻腔、卵巣のがん、急性骨髄性白血病）、循環器疾患（脳卒中、虚血

性心疾患など）、呼吸器疾患（慢性閉塞性心疾患など）、糖尿病、歯周病、周産期の異常（早産、

低出生体重児、死産、乳児死亡など）の原因です。 
長期の喫煙によってもたらされるＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）の患者数は、世界的にみる

と２億人で、年間死亡数は３００万人と推定されています。ＷＨＯ（世界保健機構）は、緊急

のたばこ対策などを行わなかった場合、ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）による死亡は、今後１

０年間に３０％増加し、平成２０年の４位から平成４２年には死亡順位が３位になると推定し

ています。ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）の発症予防と進行の阻止は、禁煙によって可能です。

また、早期に禁煙するほど有効性は高いことがわかっています。 
（妊娠中の喫煙について） 

妊娠中の喫煙は、妊娠合併症リスクを高めるだけはでなく、児の低体重、出生後の乳幼児突

然死症候群のリスクとなります。 
（未成年者の喫煙について） 

平成２２年の厚生労働科学研究費補助金による研究班の調査では、高校３年生男子の８．６％、

女子の３．８％が喫煙をしているという結果でした。未成年期からの喫煙は健康影響が大きく、

かつ成人期においても喫煙を継続しやすくなります。 

（受動喫煙について） 

受動喫煙とは、非喫煙者が他人のたばこの煙を吸い込むことで、健康被害を受けることです。

たばこの煙には、喫煙者が吸い込む主流煙、煙の先から出てくる副流煙などがあり、副流煙に

は主流煙よりも多くの有害物質が含まれています。 

受動喫煙は、虚血性心疾患、肺がんに加え、乳幼児の喘息や呼吸器感染症、乳幼児突然死症

候群（ＳＩＤＳ）などの原因になります。短期間の少量暴露によっても健康被害が生じます。 
（成人の喫煙率について） 

平成２４年国民健康・栄養調査報告では、習慣的に喫煙をしている者の割合は、男女計で２

０．７％であり、平成２２年（１９．５％）から微増しています。 
男性（３４．１％）は、諸外国と比較して依然高い水準にあり、平成２２年（３２．２％）

に比べ増加しています。女性（９％）は、男性よりは低い水準ですが、ほぼ横ばいで推移して

います。年齢階級別にみると、男性の３０～４０歳代では４３％以上、女性の２０～５０歳代

では約１２％と、喫煙率が高い年齢層が存在しています。平成２２年国民健康・栄養調査報告

によると、喫煙者の４割近くが禁煙を希望していますが、たばこに含まれるニコチンには依存
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性があるため、自分の意志だけではやめたくてもやめられないことがあります。しかし、禁煙

による健康改善効果は明らかであり、禁煙後の年数とともに、肺がんを始め、喫煙関連疾患の

リスクは確実に低下することから、正しい知識の周知が重要です。 
 
イ 現状と課題 
（ア）乳幼児期、学童・思春期 
「妊娠中及び授乳中の喫煙の割合」は７．３％でした。（表１－５５）授乳中の喫煙は、母乳

中にニコチンなどの有害物が移行することから、妊娠中からの禁煙と併せて、出産後の再喫煙

を防止することが必要です。また、家族が喫煙をすると乳幼児や産婦が受動喫煙にさらされる

危険性が生じます。そのため、今後も妊婦及び授乳中の産婦とその家族に向けて、たばこの害

や受動喫煙に関する情報提供を行う必要があります。 
本市の青少年補導員や関係団体による愛護指導の結果では、喫煙の指導件数が増加し、中学

生よりも高校生の方が多い状況です。（グラフ１－４５）未成年者の喫煙防止のため、学童・思

春期からたばこについての正しい知識を持つことが必要であり、学校や地域保健などと連携し

た継続的な取組みが重要です。 

 
（表１－５５）妊娠中及び授乳中の喫煙の割合       （単位：％） 

国（平成２２年） 県（平成２３年） 市（平成２５年度） 

妊娠中 妊娠中 妊娠中・授乳中 

５．０ ３．５ ７．３ 

出典：（国）平成２２年乳幼児身体発育調査 

（県）県市町村調査（独自）２３市町村（喫煙率=喫煙あり / 妊娠届出数＊１００） 

※かながわ健康プラン２１（第２次）（平成２６年５月一部改訂）から抜粋  

（市）子育て支援に関するアンケート調査（平成２５年度） 

 

（グラフ１－４５）未成年者の愛護指導の状況【市】 

 
出典：喫煙・飲酒などの行為指導件数（青少年課） 
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（イ）青年期、壮年期、高齢期 

喫煙者の割合は全体で１４．２％であり、年代別では男女とも６０歳代が一番高く、次いで

３０歳代が高いという結果でした。（グラフ１－４６、４７、４８） 

受動喫煙の「予防行動をとっている」割合は、全体では４７．４％でした。（グラフ１－４９）

年代別では、５０歳代以降は、男女とも２０歳代から４０歳代よりも低い傾向でした。（グラフ

１－５０、５１） 

一方、「喫煙者の分煙を心がけている」割合は、９２．１％でした。（グラフ１－５２）喫煙

者には、喫煙の健康への影響を周知するとともに、禁煙希望者への禁煙に関する情報提供、分

煙の正しい知識の普及を行う必要があります。また、非喫煙者に対しては、受動喫煙の影響や

具体的な予防行動についての情報提供が必要です。 

  「ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）の認知度」は３４％であり、国、県より高い結果でした。

（表１－５６）今後も、たばこの健康への影響と併せてＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）に関す

る知識の普及・啓発を行う必要があります。（グラフ１－５３、５４） 

   喫煙をやめられない理由については、「くせになっている」（６４％）、「やめるとイライラす

る（落ち着かない）」（３６．８％）の順に多いという結果でした。これらの原因には、喫煙に

よるニコチン依存症の可能性もあることから、正しい知識や禁煙方法の情報提供なども必要で

す。（グラフ１－５５） 

 

（グラフ１－４６）喫煙の状況（平成２６年度）【市】 

  
出典：平塚市民の健康意識アンケート調査（平成２６年度） 

 

 

 

 

 

 



69 
 

（グラフ１－４７）男性喫煙者の割合（年代別）（平成２６年度）【市】 

 

出典：平塚市民の健康意識アンケート調査（平成２６年度） 

 

（グラフ１－４８）女性喫煙者の割合（年代別）（平成２６年度）【市】 

 

出典：平塚市民の健康意識アンケート調査（平成２６年度） 

 

（グラフ１－４９）受動喫煙の予防行動の割合（平成２６年度）【市】 

 

出典：平塚市民の健康意識アンケート調査（平成２６年度） 
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（グラフ１－５０）男性の受動喫煙の状況（年代別）（平成２６年）【市】 

 

出典：平塚市民の健康意識アンケート調査（平成２６年度） 

 

（グラフ１－５１）女性の受動喫煙の状況（年代別）（平成２６年度）【市】

 

出典：平塚市民の健康意識アンケート調査（平成２６年度） 
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（グラフ１－５２）喫煙者の分煙行動の割合（平成２６年度）【市】 

 
出典：平塚市民の健康意識アンケート調査（平成２６年度） 

 

（表１－５６）ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）の認知度           （単位：％） 

国（平成２５年） 県（平成２５年） 市（平成２６年度） 

３０．５ １１．９ ３４．０ 

出典：（国）平成２５年ＧＯＬＤ日本委員会調査（インターネット調査） 

（県）平成２５年県民・健康栄養調査 

（市）平塚市民の健康意識アンケート調査（平成２６年度） 

 

（グラフ１－５３）ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）の認知度（年代別）（平成２６年度）【市】 

 

出典：平塚市民の健康意識アンケート調査（平成２６年度） 
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（グラフ１－５４）ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）以外の喫煙が及ぼす健康被害の認知度の割合 

（平成２６年）【市】 

 

出典：平塚市民の健康意識アンケート調査（平成２６年度） 

 

（グラフ１－５５）喫煙者がタバコをやめられない理由の割合（平成２６年度）【市】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平塚市民の健康意識アンケート調査（平成２６年度） 
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（５）飲酒                                                

ア 基本的な考え方 
健康日本２１では、アルコール量で１日平均６０ｇを超える飲酒をする者を多量飲酒者とし

て定義しました。アルコールに関連した健康問題や飲酒運転を含めた社会問題の多くは、この

多量飲酒者によって引き起こされていると推定されています。 
平成１５年に実施された全国飲酒実態調査によると、久里浜式アルコール症スクリーニング

テストで「アルコール依存症の疑い」とされた者の割合は、男性が７．１％、女性は１．３％

でした。この報告をもとにアルコール依存症が疑われる者は４４０万人と推計されています。

また、同調査において、アルコール依存症の診断基準を満たした者は、平成１５年度には男性

は１．９％、女性は０．１％でしたが、平成２０年には、男性は１．０％、女性は０．３％と

なり、男性は減少、女性は増加の傾向が認められました。 
飲酒は、飲酒者本人のみならず、家族、親戚、職場の者、知人など、広範囲の他者に悪い影

響を及ぼすことがあります。この悪影響は健康問題のみならず社会的問題も含まれます。健康

問題では、家族の心の健康問題やそれに伴う自殺、暴力による外傷などに加えて、子どもの発

育障がいなども報告されています。 
 
 （妊娠中の飲酒について） 

女性は男性に比べて肝臓障害など飲酒による臓器障害を起こしやすく、アルコール依存症に 
至るまでの期間も短いことが知られています。妊娠中の飲酒は、胎児性アルコール症候群や発

育障がいを引き起こします。これを予防し得る安全な飲酒量は未だわかっていないため、妊娠

中あるいは妊娠しようとしている女性は飲酒をしないことが求められます。また、授乳中も血

中のアルコールが母乳にも移行するため、飲酒を控えるべきです。 
 （未成年者の飲酒について） 

未成年者の身体は発達過程にあるため、体内に入ったアルコールが身体に悪影響を及ぼし、

健全な成長を妨げます。また、臓器の機能が未完成であるために、アルコールの分解能力が成

人に比べて低く、アルコールの影響を受けやすいという特徴があります。そのため、未成年者

の飲酒は、成人の飲酒に比べ、急性アルコール中毒や臓器障害を起こしやく、飲酒開始年齢が

若いほど、将来のアルコール依存症のリスクが高くなります。このような健康問題のみならず、

未成年者の飲酒は、事件や事故に巻き込まれやすくなるなど、社会的な問題をも引き起こしや

すくなります。 
 （生活習慣病のリスクを高める飲酒量について） 

研究結果から、がん、高血圧、脳出血、脂質異常症などの飲酒に関連する多くのリスクがあ 
ることが報告されています。飲酒量について、ＷＨＯ（世界保健機構）のガイドラインでは、

純アルコール摂取量が男性では４０ｇ/日（日本酒２合/日）程度以上の飲酒、女性では２０ｇ/
日（日本酒１合/日）程度以上の飲酒でリスクが高くなるとされています。 
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【参考】 飲酒量の目安 

（表１－５７）主な酒類の換算の目安 

お酒の種類 
ビール（ロング缶

１本500ml） 

清酒（１合 

180ml） 

ウイスキー・ブランデ

ー（ダブル60ml） 

焼酎（25度） 

（１合180ml） 

ワイン（１杯

120ml） 

アルコール度数 ５％ １５％ ４３％ ２５％ １２％ 

純アルコール量 ２０ｇ ２２ｇ ２０ｇ ３６ｇ １２ｇ 

【参考】生活習慣病のリスクを高める飲酒量（例） 

男性 
・ビール（ロング缶）2本以上 ・清酒２合弱以上 ・ウイスキーダブル(60ml)２杯以上  

・焼酎１合強以上 ・ワイン(120ml)３杯強以上  

女性 
・ビール（ロング缶）1本以上 ・清酒１合弱以上 ・ウイスキーダブル(60ml)１杯以上 

・焼酎半合強以上  ・ワイン(120ml)1杯半以上 

出典：健康日本２１（第２次）推進に関する参考資料 

 

イ 現状と課題  
（ア）乳幼児期、学童・思春期 

  「妊娠中の飲酒の割合」は３．２％であり、国や県に比べて低い結果でした。「授乳中の飲

酒の割合」は４．４％でした。（表１－５８）アルコールは母乳中にも移行するため、妊婦及

び授乳中の産婦は、飲酒による影響を正しく理解する必要があります。 

未成年者に対する本市の青少年補導員や関係団体による愛護指導では、飲酒の指導件数は増

加し、中学生よりも高校生の方が多いという結果でした。（Ｐ６７グラフ１－４５）そのため、

学童・思春期からアルコールについての正しい知識を持つことが重要であり、学校や地域保健

などと連携した継続的な取組みが必要です。 

（表１－５８）妊娠中、又は授乳中の飲酒の割合               （単位：％） 

国（平成２２年） 県（平成２３年） 市（平成２５年度） 

妊娠中 妊娠中 妊娠中 授乳中 

８．７ ４．５ ３．２ ４．４ 

出典：（国）平成２２年乳幼児身体発育調査 

（県）１１市町村へ調査（飲酒率=飲酒あり/妊娠届出数×１００） 

※かながわ健康プラン２１（第２次）（平成２６年５月一部改訂）から抜粋 

(市) 平成２５年度子育支援に関するアンケート調査 

 

（イ）青年期、壮年期、高齢期 

「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している割合」は、国との比較では男性では３．９

ポイント、女性では１．９ポイント低い結果でした。県と比べても男女とも低い状況です。（表

１－５９）「毎日飲酒をしている」割合で最も多かった年代は、男性では５０歳代（３９．１％）、

女性では４０歳代（１２．３％）でした。（グラフ１－５６、５７） 
 １日の飲酒量をみると、４０歳～６０歳代の男性では２合以上が約３０％であり、２０歳代

と３０歳代の女性では、１合以上が約６０％を超えています。（グラフ１－５８、５９）１日の
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飲酒量が生活習慣病のリスクを高めないように、適度な飲酒を心がけるための情報提供が必要

です。 
 
（表１－５９）生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している割合          （単位：％） 

性別 
国 

（平成２５年） 

県 

（平成２１～２３年） 

市 

（平成２６年度） 

男性（純アルコール摂取量４０ｇ以上/日） １５．０ １７．７ １１．１％ 

女性（純アルコール摂取量２０ｇ以上/日） ９．０ ８．１ ７．１％ 

出典：（国）平成２５年国民生活基礎調査 

（県）県民健康・栄養調査 

※かながわ健康プラン２１（第２次）（平成２６年５月一部改訂）から抜粋 

（市）平塚市民の健康意識アンケート調査(平成２６年度) 

 

（グラフ１－５６）男性の飲酒の頻度の割合(平成２６年度)【市】 

 

出典：平塚市民の健康意識アンケート調査(平成２６年度) 

 

（グラフ１－５７）女性の飲酒の頻度の割合(平成２６年度)【市】 

 

出典：平塚市民の健康意識アンケート調査(平成２６年度) 
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（グラフ１－５８）男性の１日の飲酒量の割合（平成２６年度）【市】 

 
出典：平塚市民の健康意識アンケート調査（平成２６年度） 

 

 

（グラフ１－５９）女性の１日の飲酒量の割合（平成２６年度）【市】 

 

出典：平塚市民の健康意識アンケート調査（平成２６年度） 
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（６）歯・口腔の健康                                                

ア 基本的な考え方 
歯・口腔の健康は、口から食べる喜び、話す楽しみを保つ上でも重要であり、身体的な健康 

のみならず、精神的、社会的な健康にも大きく寄与します。歯の喪失によるそしゃく機能や構

音機能の低下は、多面的な影響を与え、最終的に生活の質に大きく関連します。平成２３年８

月に施行された「歯科口腔保健の推進に関する法律」の第１条においても、「口腔の健康は、国

民が健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たしている」と述べられていま

す。歯の喪失の主要な原因疾患は、むし歯と歯周病であり、生涯にわたって歯・口腔の健康を

保つためには、歯科疾患の予防の他に、口腔機能の低下を防ぐことが必要です。 
 

 （乳幼児・学童期のむし歯について） 

  乳幼児期から学齢期にかけては、生涯にわたる歯科保健行動の基盤が形成される時期であり、 
 乳歯列の完成期である３歳児のむし歯の有病状況の改善は、健全な永久歯に導くことにつなが 
ります。 
学齢期は永久歯列の健全な育成を促す時期であり、歯の健康を意識することができるため、 
正しい食習慣と自分自身で歯を守る力を育てることが必要です。 

 （歯周病について） 

  歯周病は、日本人の歯の喪失をもたらす主要な原因疾患ですが、痛みなどがなく進行すると 

 いう特徴があります。歯周病のうち、歯肉炎（歯肉に限定した炎症）、歯周炎（他の歯周組織 
にまで炎症が起こっている病気）が大きな２つの疾患とされています。また、近年、歯周病と 
糖尿病や循環器疾患との関連性について指摘されていることから、歯周病予防は成人期以降の 
重要な健康課題の一つです。 
（歯の喪失防止について） 

  歯の喪失は器質的な障がいであり、「食べる」「話す」などの生活機能にも影響を与えます。 
 また、歯の喪失と寿命の間に有意な関連性があることも明らかにされています。 
（口腔機能の維持・向上について） 

  口腔機能は、日常生活を営むために不可欠な摂食や構音に密接に関連するものであり、その 
良否は寿命の延伸や生活の質の向上に大きく関係しています。特にそしゃく機能は、主観的な 
健康感や運動機能と密接な関連性があるとの研究も多くあります。高齢者では、そしゃく機能 
の低下が野菜摂取量の低下と有意な関連性があると示されています。口腔機能の低下は、虚弱 
高齢者や要介護高齢者では低栄養を招くリスクの要因の一つであり、生命予後にも大きな影響 
を与えます。平成２１年の国民健康・栄養調査での主観的そしゃく良好者の割合は、５０歳代 
で７８．２％、６０歳代で７３．４％、７０歳代では５９．２％であり、年齢と共に大きく低 
下していました。 
生涯を通じて健やかな日常生活を送る上で、そしゃく機能を始めとする口腔機能は大きな役

割を果たすため、中高年になっても若い頃と同程度の機能を維持することが望まれます。 
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 イ 現状と課題 
（ア）乳幼児期、学童・思春期 
むし歯は、幼児、学童期ともに年々緩やかに減少していますが、生活習慣や食習慣などの生

育環境が大きく関係しています。そのため、乳幼児期にむし歯が多発しないように、背景要因

を考慮した支援が必要です。また、むし歯予防としてのフッ素の利用法を知っている割合は、

「フッ素塗布」が８３．３％、「フッ素入り歯みがき剤」が７２．９％と多い状況でした。（グ

ラフ１－６０）このことから、引き続きむし歯予防の効果や利用法の理解が深まるように情報

提供を行うことが必要です。健全な永久歯列に導くためにも、保護者と子どもが歯に関する知

識を持ち、予防行動をとることが重要です。 
（グラフ１－６０）むし歯予防としてのフッ素の利用方法を知っている保護者の割合（平成２５年度）

【市】 

 

出典：平塚市子育て支援に関するアンケート調査（平成２５年度） 

 

（イ）青年期、壮年期、高齢期 

平成２５年度の成人歯科検診における歯肉の状況は、どの年齢も異常がない者は少なく、多

くの人が歯周病を有しているという結果でした。歯間清掃用具を「毎日使用している」、又は

「時々使用している」割合は５０歳代、定期的に歯科検診を受けている者は７０歳代が一番多

い状況です。（グラフ１－６１、６２）歯周病は痛みなどがなく進行するため、若い世代から歯

と歯肉の変化に気付く自己観察習慣や予防法を理解するとともに、かかりつけ歯科医を持ち、

歯科検診や専門的な歯面清掃などを受ける人が増えるように普及・啓発が必要です。 

また、口腔機能を維持・向上することは、「食べる」、「話す」など生活の質の向上に大きく関

係があります。歯科疾患から歯を守り、よくかんで食べることができることは全身の健康保持、

増進にも大きく寄与します。年代別のそしゃく満足者の割合では、５０歳代以降は「一部かめ
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ない」割合が増加していることから、口腔機能の維持、向上についての普及・啓発が必要です。 

（グラフ１－６３） 

「歯や口腔の健康に気を付けている高齢者の割合」は１０．２％でした。（グラフ１－６４）

特に虚弱高齢者や要介護高齢者では、口腔機能が低下すると低栄養や誤嚥性肺炎の要因になり

ます。そのため、高齢者が歯と口腔の健康が全身の健康と密接に関わっていることを理解し、

日頃から適切な口腔ケアが実践できるよう普及・啓発が必要です。 

 

（グラフ１－６１）歯間清掃用具の使用者の割合（平成２６年度）【市】 

 
出典：平塚市民の健康意識アンケート調査（平成２６年度） 

 

（グラフ１－６２）定期的に歯科検診を受けている者の割合（平成２６年度）【市】 

 

出典：平塚市民の健康意識アンケート調査（平成２６年度） 
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（グラフ１－６３）年代別のそしゃく満足者の割合（平成２６年度）【市】 

 

出典：平塚市民の健康意識アンケート調査（平成２６年度） 

 

（グラフ１－６４）健康のために気を付けていること（３つまで回答可）（平成２５年度）【市】 
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バランスの良い食生活

運動をする

定期的に健診を受ける

休養・睡眠

適正な体重維持や、太り過ぎないよう心がける

人との交流

生きがい・やりがいをもつ

たばこを吸わない

ストレスをためない

歯や口腔の健康

お酒を飲まない・飲み過ぎないよう心がける

その他

無回答

 
出典：平塚市高齢者福祉計画（介護保険事業計画[第６期]）調査報告書（平成２６年３月） 
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１－４．生活習慣病の重症化予防の課題 

 
（１）がん                                                         

ア 基本的な考え方 
人体には、遺伝子の変異を防ぎ、修復する機能がもともと備わっていますが、ある遺伝子の

部分に突然変異が起こり、無限に細胞分裂を繰り返し増殖していくのががん（悪性新生物）で

す。たった１つのがん細胞が倍々に増加し、３０回程度の細胞分裂を繰り返します。検査で発

見可能な最小の大きさのがん細胞になるには、さらに３０回程度の細胞分裂を行うため、１０

～１５年の時間がかかるといわれています。 

がんの特徴は、他の臓器にしみ込むように広がる浸潤と転移をすることです。がんが治るか

治らないかの境界線である「早期がん」とは、５年生存率が８～９割のことをいいます。               

がんは遺伝子が変異を起こすもので、原因が多岐にわたるため、予防が難しいといわれてき

ましたが、生活習慣の中にがんを発症させる原因が潜んでいることも明らかになってきました。

また、細胞であればどこでもがん化する可能性はありますが、刺激にさらされやすいなど、が

ん化しやすい場所も明らかにされつつあります。生涯を通じて考えた場合、２人に１人は一生

のうちに何らかのがんに罹患するといわれています。 

 

イ 現状と課題 

（ア）生活習慣における予防 
がんのリスクを高める要因としては、がんに関連するウイルス（Ｂ型肝炎ウイルス、Ｃ型  

肝炎ウイルス、ヒトパピローマ、成人Ｔ細胞白血病ウイルス）や細菌（ヘリコバクター・ピロ

リ菌）への感染、喫煙（受動喫煙を含む）、過剰飲酒、運動不足、肥満・やせ、野菜・果物不足、

塩分の過剰摂取など、生活習慣に関連するものがあります。 
がんのリスクを高める生活習慣は、循環器疾患や糖尿病の危険因子と同様であるため、循環

器疾患や糖尿病への取組みとしての生活習慣の改善が、結果的にはがんの発症予防に繋がって

くると考えられます。 

発がんのリスクを下げる要因として、緑黄色野菜の摂取頻度が高いほど、胃がん、腸がん、

肺がん、子宮頸がんなど、多くの部位のがんのリスクを低下させることが明らかになっていま

す。塩辛い食品のとり過ぎは、塩分の摂り過ぎとなり、胃がんの危険因子となります。また、

胃がんの予防のためには、食塩の総摂取量よりも塩辛い食品の摂取を避けることが重要です。 

脂肪の摂取については、動物性脂肪、特に獣肉、乳製品などの多量摂取と結腸がん、乳がん

などの関係が報告されています。 

以上のがんの危険因子を考慮すると、日常生活では、「喫煙の回避」、「塩辛い食品の過剰摂取

の回避」、「新鮮野菜、緑黄色野菜の多量摂取等の食生活の改善」などを心がけることが必要で

す。 

喫煙については、喫煙量と肺がんリスクとの間に明瞭な量反応関係があることが示されてい

ます。また、食生活においても、野菜・塩分・脂質などは、発がんリスクと関係があることが
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指摘されています。（表１－６０）、（グラフ１－６５） 
さらに、がんの種類によってどのような自覚症状に注意すべきなのかを理解することや、自

覚症状があった場合には早期に受診することも重要です。（表１－６１） 
 

（表１－６０）【参考】 日本人のためのがん予防 

 

出典：健康日本２１（第２次）推進に関する参考資料（厚生労働科学第３次対がん10か年総合 

戦略研究事業 「生活習慣病によるがん予防法の開発に関する研究」） 

 

（グラフ１－６５）【参考】日本人のがんの原因（２００５年罹患例） 

 

出典：健康日本２１（第２次）推進に関する参考資料 
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（表１－６１）【参考】主ながんの自覚症状（公益財団法人がん研究振興財団） 

胃がん 胃部不快感、消化不良、食欲不振、食習慣の変化 

肺がん 咳、痰、血痰 

乳がん 硬いしこり、血清の乳頭分泌物 

子宮体がん 性交時出血、血清のおりもの、月経異常 

大腸がん 血便、排便異常、便性狭小 

肝がん・膵がん 上腹部の不快感、黄疸 

食道がん 胸骨裏の激痛、食物を飲み込み時のつかえ感 

口腔がん 難治性の潰瘍 

膀胱がん 肉眼的血尿 

喉頭がん 声のかすれ 

白血病 出血傾向、易姓疲労、発熱 

皮膚がん 境界不鮮明なほくろ 

出典：健康日本２１（第２次）推進に関する参考資料 

 

 

（イ）がん検診 

市民アンケートの結果では、「がん検診を受けている割合」は５９．６％であり、「受けてい

ない割合（３６．７％）よりも多いという結果でした。がん検診を受けている場所は、「職場」

が最も多く、次に「市のがん検診」でした。（グラフ１－６６） 

がん検診を受けていない者の年代別では、２０歳代（６１．８％）で最も多く、次いで３０

歳代（４７．４％）、８０歳代以上（４０．２％）の順になっています。（グラフ１－６７） 

がん検診を受けない主な理由は、「健康に自信があるから」、「費用がかかるから」、「いつでも

医療機関を受診できるから」、「忙しくて時間がないから」、「毎年受ける必要性を感じないから」

の順に多いという結果でした。（表１－６２） 

  さらに、「いつでも医療機関を受診できるから」、「毎年受ける必要性を感じないから」につ

いては、自身の健康管理への理解が十分でないことも考えられます。 
がんによる死亡を防ぐために最も重要なのは、がんの早期発見です。早期発見に至る方法と

しては、自覚症状がなくても定期的に有効ながん検診を受けることが必要になります。有効性

が確立しているがん検診の受診率向上施策が重要になってきます。 

がん検診受診率と死亡率減少効果は関連性があり、がんの重症化予防は、がん検診により行 

われています。 

市のがん検診全体での受診率は増加していますが、がん検診毎では、受診率のばらつきがあ

ります。（表１－６３）また、がん検診受診者からは、毎年、約４０人以上にがんが発見されて

います。（表１－６４）そのため、有効性が確立されているがん検診の受診率向上を図るべく、

様々な取組みと精度管理を重視したがん検診を今後も推進していきます。さらに、がんの重症

化予防として、精密検査対象者への受診勧奨を引き続き実施します。 
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（グラフ１－６６）がん検診を受けている者の割合（平成２６年度）【市】 

 
出典：平塚市民の健康意識アンケート調査（平成２６年度） 

 

（グラフ１－６７）がん検診受診者の割合（年代別）（平成２６年度）【市】 

 
出典：平塚市民の健康意識アンケート調査（平成２６年度） 
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（表１－６２）がん検診を受けない主な理由（２つまで回答可）（平成２６年度）【市】 

                           （単位：人） 

健康に自信があるから ２２．９ 

受け方がわからないから １１．５ 

職場などで実施していないから １４．１ 

毎年受ける必要性を感じないから １９．４ 

いつでも医療機関を受診できるから ２２．１ 

がん検診をうけたかどうかわからない ２．３ 

費用が掛かるから ２２．５ 

健康診断をうける場所が遠いから ３．３ 

忙しくて時間がないから ２１．７ 

その他 １４．３ 

空欄 ２．９ 

出典：平塚市民の健康意識アンケート調査（平成２６年度） 

 

（表１－６３）各がん検診の受診率の推移【市】                 （単位：％） 

 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

がん検診全体 １１．４ １２．９ １３．４ １３．７ １４．１ 

胃がん検診 ４．５ ５．３ ５．６ ５．７ ５．７ 

肺がん検診 ２２．４ ２６．２ ２６．５ ２８．０ ２９．４ 

大腸がん検診 ５．９ ６．８ ８．４ ８．１ ８．５ 

子宮がん検診 １５．３ １７．０ １７．３ １７．５ １６．９ 

乳がん検診 ８．６ ８．４ ８．３ ７．９ ８．３ 

出典：地域保健・老人保健事業報告 

 

（表１－６４）各がん検診精密検査受診率とがん発見者数（平成２４年度）【市】 

  胃がん検診 肺がん検診 大腸がん検診 子宮がん検診 乳がん検診 

精密検査受診率

（％） 
８５．７ ９０．０ ８５．７ ７４．８ ９１．７ 

がん発見者数（人） ７ ９ １４ １３ １３ 

出典：平塚市健康管理システムデータを基に作成 
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【参考】有効ながん検診 

 

現在、有効性が確立しているがん検診は、胃エックス線による胃がん検診、細胞診による子宮頸部

がん検診、視診、触診とマンモグラフィによる乳房がん検診、胸部エックス線と喀痰検査（喫煙者の

み）の併用による肺がん検診、便潜血反応による大腸がん検診であり、それぞれに適切な年齢層と頻

度が示されています。（表１－６５） 

 

（表１－６５）有効ながん検診（公益財団法人がん研究振興財団） 

胃 
胃Ｘ線 

４０歳以上の男女・年に１回 

子宮頸部 
細胞診 

２０歳以上の女性、２年に１回 

乳房 
視触診とマンモグラフィ（乳房Ｘ線）の併用 

４０歳以上の女性、２年に１回 

肺 
胸部Ｘ線と喀痰検査（喫煙者のみ）の併用 

４０歳以上の男女、年に１回 

大腸 
便潜血検査 

４０歳以上の男女、年に１回 

出典：健康日本２１（第２次）の推進に関する参考資料 
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（２）生活習慣病                                                

ア 基本的な考え方 
循環器疾患の代表である脳血管疾患と虚血性心疾患は、主に血管の動脈硬化が進行したこと

により発症します。動脈硬化とは、動脈の血管が硬くなって弾力性が失われた状態で、血管の

内側に内腔にコレステロールなどのプラーク（ドロドロの粥状物質）がついたり、血栓が生じ

たりして血管が詰まりやすくなる状態です。 

動脈は、心臓から送り出される血液を全身に運ぶ血管です。酸素や栄養素を運ぶ重要な役割

を持ち、通常は弾力性がありしなやかですが、加齢による老化や様々な危険因子によって厚く

硬くなってしまう場合があります。 

動脈硬化にはいくつかの種類があります。大動脈など比較的太い動脈に粥腫（じゅくしゅ）

ができるのが、粥状動脈硬化（アテローム動脈硬化）です。これは動脈の内膜に血液中のＬＤ

Ｌコレステロール（悪玉コレステロール）などが沈着して、プラークとなり、血管が狭くなっ

て狭心症が起こります。さらに、柔らかいプラークが破綻してそこに血栓ができると、血管が

詰まってしまって心臓に負担がかかるため、心筋梗塞や脳梗塞などを引き起こします。また、

主に脳や腎臓の中の細い動脈が硬化してしまうことを細動脈硬化と呼びます。加齢や高血圧が

原因で起こり、進行すると血管が破裂して脳出血に至る恐れがあります。 

動脈硬化は、喫煙・脂質異常・高血圧・肥満・運動不足などの危険因子が重なることによっ

て発症しやすくなります。 

循環器疾患における重症化予防には、高血圧及び脂質異常の治療をきちんと受け、継続する

ことが必要です。検査の結果について、どれほどの値であれば治療を開始する必要があるかな

どについて自分の身体の状態を正しく理解し、段階に応じた予防ができるような取組みが重要

です。 

 

イ 現状と課題 

（ア）生活習慣における予防 

循環器疾患の発症予防において重要なのは、４つの危険因子（高血圧・脂質異常・喫煙・糖

尿病）の管理です。そのためには関連する生活習慣の改善が最も重要です。４つの危険因子が

適切に管理されれば、脳血管疾患・虚血性心疾患の発症リスクを減らすことができます。 

 

[高血圧との関連] 

血圧と循環器疾患との関連では、少なくても８０歳代までは、平均血圧レベルを下げること

が必要とされています。本市においては、５０歳代後半から高血圧患者が急増し、年齢が高く

なるにつれて増加していることから、高齢期の血圧管理は重要です。さらに、青年期、壮年期

から血圧管理に関心を持ち予防することで、５０歳代前半から増加している脳血管疾患の発症

を減らすことにつながります。 

 

[脂質異常症との関連] 

脂質異常症は、虚血性心疾患の危険因子であり、冠動脈疾患の発症・死亡リスクが明らかに 
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 上昇するのはＬＤＬコレステロール（悪玉コレステロール）１６０mg/dlに相当する総コレス

テロール値２４０mg/dl以上からが多いといわれています。女性の場合は、閉経による女性ホ

ルモンの減少により、コレステロールも増加しやすくなります。虚血性心疾患のリスクは、脂

質異常症のみで決まるのではなく、他の危険因子の有無で異なります。 

本市では、２０～４０歳代の脂質異常症患者が１位を占めていることから、青年期からの食

生活の改善などが重要です。 

 

[喫煙との関連] 

  第１章、３生活習慣の課題「喫煙」（Ｐ６６～Ｐ７２）を参照。 

   

[糖尿病との関連] 

糖尿病の危険因子は、加齢、家族歴、肥満、身体活動の低下(運動不足)、耐糖能異常(血糖 

 値の上昇)です。循環器疾患と同様、重要なのは危険因子の管理であるため、循環器疾患の予

防対策が有効です。 

本市では、６０歳代前半から糖尿病患者数が増加しています。重症化予防としては、健康診

査によって糖尿病が強く疑われる人、あるいは糖尿病の可能性が否定できない人を見逃すこと

なく、早期に治療を開始するような取組みが重要です。そのためには、健康診査の受診者を増

やしていくことが必要です。同時に、糖尿病の未治療や治療を中断することが糖尿病の合併症

の増加につながるため、治療を継続し良好な血糖コントロール状態を維持することも重要です。 

 

[メタボリックシンドロームとの関連] 

メタボリックシンドロームの危険因子を減らすことが循環器疾患の発症リスクを減らすこと

につながります。循環器疾患の予防はこれらの危険因子を、健診データで複合的、関連的に見

て、改善を図っていく必要があります。また、高血圧及び脂質異常症の危険因子は、肥満を伴

わない場合にも多く認められますが、循環器疾患の発症リスクは肥満を伴う場合と劣らないた

め、肥満以外で危険因子を持つ人に対しての保健指導が必要になります。 

 

（イ）健康診断 
市民アンケートの結果では、６１．３％が、市や職場等で健康診断を受けていました。（グラ

フ１－６８）年代別では、５０歳代（７６．４％）が最も多く、次に多いのは４０歳代（６８．

４％）でした。２０歳代（５３．９％）、３０歳代（５８．４％）は６割に満たない状況でした。

（表１－６６） 
健康診断を受けない理由の１位は「いつでも医療機関を受診することができるから」（２７．

３％）であり、２位は「費用がかかるから」（２５．８％）、３位は「忙しくて時間がないから」

（２０．０％）でした。（表１－６７）このことから、生活習慣病の発症予防のためには、若い

頃から自覚症状がなくても健康診断を受診する意義についての啓発を引き続き行うことが重要

です。 
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（グラフ１－６８）健康診断を受けている者の割合（平成２６年度）【市】 

  
出典：平塚市民の健康意識アンケート調査（平成２６年度） 

 
（表１－６６）健康診断（健康診査、又は人間ドック）を受けている割合（平成２６年度）【市】 

（単位：％） 

２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 ７０歳代 ８０歳代以上 

５３．９ ５８．４ ６８．４ ７６．４ ６０．２ ６０．０ ４５．１ 

出典：平塚市民の健康意識アンケート調査（平成２６年度） 

 

（表１－６７）健康診断を受けない理由（２つまで回答可）（平成２６年度）【市】 

（単位：％） 

健康に自信がある（自覚症状がない）から １７．０ 

受け方がわからないから ８．２ 

職場などで実施してない（受ける機会がない）から １３．８ 

毎年受ける必要性を感じないから １７．４ 

いつでも医療機関を受診できるから ２７．３ 

悪いところを発見されるのが嫌だから ９．９ 

費用がかかるから ２５．８ 

健康診断を受ける場所が遠いから ３．９ 

忙しくて時間がないから ２０．０ 

その他 １４．４ 

無回答・無効 ２．８ 

出典：平塚市民の健康意識アンケート調査（平成２６年度） 
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（ウ）特定健康診査・特定保健指導 

市の国民健康保険では、生活習慣病の発症予防、重症化予防の最も重要な取組みである医療

保険者による特定健康診査・特定保健指導を平成２０年度から実施しています。 

平成２５年度の法定報告によると、特定健康診査の受診率（２９．６％）は、神奈川県市町

村国保平均（２５．２％）よりも上回っています。（表１－６８）特定保健指導の実施率（８．

０％）は、神奈川県市町村国保平均（１０．９％）よりも低い状況です。（表１－６９） 

特定保健指導階層化における人数と該当率については、積極的支援、動機づけ支援ともに男

性の割合が高い状況です。（表１－７０） 

平成２３年度特定保健指導利用者の翌年度健診データの変化をみると、体重や腹囲、血圧、

ＬＤＬコレステロール（悪玉コレステロール）値が改善されていました。これは、食生活と生

活活動について実施した保健指導の効果とみることができます。特に積極的支援の保健指導利

用者では、平均２．３４ｋｇの減量効果がありました。（表１－７１） 

今後も生活習慣病の発症予防、重症化予防としての健康診査と保健指導を実施し、健康への 

関心を高め、生活習慣の改善を行うきっかけを提供します。 

 

（表１－６８）特定健康診査受診率の推移【市国保】                 （単位：％） 

 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

国（市町村国保） ３１．４ ３２．０ ３２．７ ３３．７ － 

県（市町村国保） ２４．４ ２３．８ ２４．０ ２４．６ ２５．２ 

市国保 １８．２ ２４．３ ２４．７ ２６．９ ２９．６ 

出典：平塚市特定健康診査・特定保健指導実施計画（第２期）・法定報告 

 
（表１－６９）特定保健指導実施率の推移【市国保】                （単位：％） 

 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

国（市町村国保） １９．５ １９．３ １９．４ １９．９ － 

県（市町村国保） １７．０ １２．１ １１．６ １２．１ １０．９ 

市国保 ２１．０ １１．４ １３．９ １２．０ ８．０ 

出典：法定報告 

 
（表１－７０）特定保健指導階層化における人数と該当率（平成２４年度）【市国保】 

 健診受診 

者数（人） 

積極的支援 動機付け支援 情報提供 

人数（人） 該当率（％） 人数（人） 該当率（％） 人数（人） 該当率（％） 

総計 １３，３６４ ４１１ ３．１ １，２４９ ９．３ １１，７０４ ８７．６ 

男性 ５，５０８ ３０９ ５．６ ７５９ １３．８ ４，４４０ ８０．６ 

女性 ７，８５６ １０２ １．３ ４９０ ６．２ ７，２６４ ９２．５ 

出典：法定報告（平成２４年度） 
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（表１－７１）特定保健指導利用者の翌年度健診データの変化（平成２３年度）【市国保】 

 全体 

（１９１人） 

積極的支援 

（３８人） 

動機づけ支援 

（１５３人） 

体重（ｋｇ） －１．６４ －２．３４ －１．７４ 

腹囲（ｃｍ） －２．７７ －３．６６ －２．５５ 

ＢＭＩ（kg/㎡） －０．５７ －０．７７ －０．５２ 

収縮期血圧（ｍｍHｇ） －３．５４ －５．９２ －３．１ 

拡張期血圧（ｍｍHｇ） －２．０４ －３．３７ －１．７１ 

ＨｂＡ１ｃ（％） －０．０２ －０．０４ －０．０２ 

ＨＤＬコレステロール（ｍｇ/dl） １．４７ ２．７６ １．１５ 

中性脂肪（ｍｇ/dl） －１８．７１ －３６．３ －１４．４ 

ＬＤＬコレステロール（ｍｇ/dl） －４．８５ －４．６８ －４．９ 

出典： 平塚市健康管理システムデータを基に作成 

 
（エ）後期高齢者健康診査 
生活習慣病を早期に発見し重症化の予防を図るための後期高齢者健康診査を平成２０年度か

ら実施しています。 

対象者及び受診者数は、年々増加しています。平成２５年度の実績によると、対象者は２８，

０６９人で、受診者は８，４８８人（受診率は３０．２％）でした。（表１－７２） 

健康で生きがいに満ちた暮らしを実現するため、今後も後期高齢者健康診査を実施し、生活

習慣病の早期発見及び重症化予防に努めます。 
 

（表１－７２）後期高齢者健康診査受診率の推移 

 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

対象者数（人） ２３，８１７ ２４，８８７ ２５，９８９ ２７，１７８ ２８，０６９ 

受診者（人） ６，０２１ ７，１０３ ７，３２１ ７，８５５ ８，４８８ 

受診率（％） ２５．３ ２８．５ ２８．２ ２８．９ ３０．２ 

出典：平塚市後期高齢者健康診査 
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